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要 旨
うめ こ

横川楳子は、明治１２年（１８７９）１２月２４日、保育見習修了と同時に、東京女子師範学校附属幼稚園保

姆として抜擢されたが、父高徳の死去のため、明治１７年（１８８４）１２月１９日、同園を辞め八王子に帰っ

ている。八王子に帰った横川は、明治１８年（１８８５）、実家に女子教育授業所を開いたが、すぐに中止

している。明治２１年（１８８８）、改めて女子教育を再開する。これも支援者の死で継続が困難となるが、

新たな応援者も現れて明治２５年（１８９２）１０月３１日、八王子町上野（現・八王子市天神町）に私立八王

子女学校及び私立八王子幼稚園を開設した。同年、幼稚園は全国で１７７園を数え、まだ２００園にも満た

ない状況ではあったが、同園はわが国最初期の幼稚園というわけではない。

しかし、横川楳子は日本人３番目の保姆として、豊田芙雄、近藤濱らと共に草創期の幼稚園教育を

担い、明治１４年（１８８１）、幼稚園監事となった小西信八が改正した改正恩物保育を実践した人でもあ

る。本稿では、横川楳子家文書や八王子郷土史関係文献等を手掛かりに、横川楳子の人物像やその背

景を探り、八王子幼稚園開設の経緯、保育内容の特徴などを見極めることで、わが国に導入されたフ

レーベル主義保育の改正状況を逆照射し、同園の史的位置を明らかにしている。

１ 横川楳子の誕生と学問修行時代

� 八王子千人同心と横川家

横川楳子は、嘉永６年（１８５３）１月、武蔵国多摩郡横川村（現・八王子市横川町）に父横川十右衛門善

八、母新の娘として生まれている。楳子の誕生は、ペリーが浦賀に入港し、わが国に開国を要求した、ま

さに「夜明け前」の年であった。楳子は、幕末から明治初年にかけて、豊田芙雄や鳩山春子と同様に、学

問修行をすることで新しい時代の到来と強い切り結びを持つ女性となる。

なお、楳子の名前には幼少期の宇免から、うめ、むめ、梅、梅素、楳、楳子などさまざまな表記が用い

られているが、ここでは楳子を用いることとする。

横川家は名主で八王子の千人同心の家柄である。千人同心というのは、徳川家康が、織田信長軍に滅ぼ
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された旧武田家の家臣団小人衆を核として、北条氏照の家臣を祖とする者あるいはその他浪人等を加え、

甲州口を警備する目的で八王子方面に配置した軍団である。横川家は豊臣秀吉軍に敗れた八王子城の城主

北条氏照の家臣を祖としている。横川十右衛門の妹は、幕末期、千人同心のリーダーとなった千人頭・河

野仲次郎に嫁いでおり、横川家は千人同心との関係抜きに語ることはできない。

近年に至って、千人同心の役割を巡っては諸説があるが、地理的に見て江戸のすぐ西に広がる懐の深い

多摩地区は、徳川幕府にとって軍事上かなり重要な位置にあったことは疑いようがない。徳川軍のまさか

の時、江戸城－上野－宇都宮－日光のラインがそうであったように、江戸城－新宿－八王子－甲府のライ

ンは一時退却と再反撃を準備する重要な経路の一つである。ラインの要所に一定の兵力を常備するのは当

然である。八王子城の落城後、初期には、八王子に関東の１８代官が集結し、甲州出身の大久保長安が総代

官をしていた時期もある。そのため、千人同心は本来は代官衆の護衛と地域の警備がその主たる役割であっ

たとする見方もあるが、そもそもこのライン上に直轄地の治安面、経済面を担当する代官衆を集結させた

というのも地政学上の意味があってのことである。

ちなみに、大久保長安は、生前、大名並の権勢を誇っていたが、死後になって、謀反の疑いがあったと

されて家族ぐるみで処罰を受け、大久保家は断絶となっている。千人同心には、１０人の頭がおり、１００人

の組頭がいる。千人頭は旗本相応であり、組頭は御家人相応であったが、平同心は時と場合によって武士

扱いをされたり、農民扱いをされたりしている。いずれにしろ、千人頭以下千人同心の地位は最初から曖

昧である。そこに千人同心の不運も付随したといえる。

千人同心は、戦乱の時代には関が原の戦いや大阪夏の陣などにも出兵させられるが、徳川の世が落ち着

いてくると、千人同心の軍事的意味合いは薄れ、後には交替で日光東照宮の火の番すなわち日光勤番をす

るようになる。

しかし、幕末の動乱期には、再びその動員力が買われて長州征伐、横浜警衛、武州一揆鎮圧等に駆り出

されている。また、水戸の武田耕雲斎、藤田小四郎らが率いる天狗党が中仙道を「長征」した際には、日

光勤番を除く全軍に甲府出動が命ぜられ３９日間の警備についている。千人同心は、いつの時代も犠牲的な

貢献が強いられているが、幕府からそれに見合う評価を受けていたわけではない。千人同心たちは、度々、

御家人の地位を与えるよう幕府に要請するがその都度却下され、結局、幕末まで半農半士の身分に据え置

かれたままである。

鈴木龍二によると（１）、寛政年間には、幕命により千人同心１３０名が蝦夷地開拓に向かうが、現地の厳し

い気候に合わずに多数の犠牲者を出し、幕府の引き揚げ命令によりほとんどが八王子に帰参したという出

来事などもある。また、鈴木は、幕末には再び３０数名の千人同心の次男、三男の若者が箱館地方に入植し

たことに触れ、本土で幕末の戦乱が起きると、箱館地方では挙げて官軍側に立ち、入植者らも箱館警備に

付くことになるが、大鳥圭介らの歴戦部隊や、「賊軍」に加担した一部の八王子の千人同心らと交戦する

ことになり、ある者は討ち死にし、ある者は青森方面へ逃走したことを記している（２）。

ただ、武州多摩郡は大部分が幕府の天領であり、旗本の知行地が点在するという状態にあったことから、

千人同心や農民たちの徳川幕府の恩顧に対する報恩の気持ちは強く、幕末には、農民の間でも武芸を嗜み、

近藤勇や土方歳三のように剣客となって、浪士組、新撰組を結成し、徳川幕府のために一身を捧げた者も

少なくない。八王子にも中島登や横倉甚五郎のような新撰組隊士がいる。

� 天狗党の筑波山挙兵と兄勇太郎

� 兄勇太郎と北辰一刀流

横川楳子には勇太郎と新太郎という兄がいる。鈴木龍二によると、長兄勇太郎は幼名を裕太郎（あるい
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は佑太郎か）とし、蚕太郎とも称したとされている（３）。勇太郎は、弘化４年（１８４７）の生まれで、楳子の

６歳年上である。勇太郎は少年期に、江戸に出て、一時、尊王攘夷派に属して行動していた若者の一人で

ある。後には、幕府側の組織である八王子千人同心の仕事に力を傾注するが、ここでも勇太郎の思いが十

分に遂げられたわけではない。結局、勇太郎は不完全燃焼気味のまま、明治維新を迎え、明治１２年（１８７９）

３月、３２歳という若さで早逝する。勇太郎の病気と死は楳子の教育者人生にも大きな影を落とすことにな

る。

わが国の草創期の幼稚園教育を担った人々は、皆共通に幕末に生まれ、程度の差こそあれ、本人を初め、

親、きょうだい、夫のすべてが明治維新前後の大混乱に巻き込まれている。そうした時代の背景イメージ

を描くために、少々長くなるが、ここでは楳子の兄勇太郎を中心に記述を続ける。

勇太郎は、十代の半ば、千葉周作成政が開いたお玉が池の道場玄武館で北辰一刀流を学んでいる。勇太

郎がどのような経緯で玄武館に入門したかは不明であるが、当時、玄武館では、勇太郎が兄のように慕っ
さ にゅう

た、八王子左入村出身の真田範之助（小峰久治郎の子）が塾頭をしていた。天保６年（１８３５）生まれの

真田は勇太郎より１２歳年上であったが、二人の故郷横川村と左入村は直線距離にして４キロ程度の近さに

あり、小峰家もまた名主の家柄である。名主同士の横の繋がりが強かった土地柄であることからして横川

家と小峰家もまた知り合いであったであろうし、天下の千葉道場で八王子出身の真田が塾頭をしているこ

とは、剣術修行に関心のある者なら地元では知らない者はなかったであろう。真田範之助は元々八王子で

天然理心流を学び大天才と称されていた男である。勇太郎の入門に際し紹介状を書ける人物は何人もあっ

たであろう。玄武館には、安政２年（１８５５）１２月の千葉周作の死後（享年６２歳）に入門したとされている

が、真田は玄武館でもその力量を発揮し塾頭を勤めるようになるのである。

万延元年（１８６０）に真田が編んだ小島資料館所蔵の『武術英名録』には、北辰一刀流の剣士として、横

川村の横川十右衛門、勇太郎親子と武藤新太郎の名前が掲載されているという。十右衛門の名前まである

のには驚くが、万延元年（１８６０）、勇太郎はまだ数え年で１４歳である。武芸に秀でた素質を持っていたよ

うである。真田範之助は、常に同郷の後輩勇太郎に目をかけ、特別に可愛がっている。

江戸末期、北辰一刀流を学んだ人物としては、清河八郎（浪士組幹部。佐幕派の近藤勇と対立。新徴組
さんなんけいすけ

に編入。暗殺される）、山岡鉄舟（幕末・明治の政治家・剣術家）、山南敬助（新撰組副長、後総長。新撰
かい ほ はんぺい か し た ろう

組内の規約違反で切腹）、海保帆平（安中藩士。後、水戸藩出仕）、伊東甲子太郎（新撰組隊士。後、新撰

組に粛清される）、坂本龍馬（周作の弟定吉の道場で学ぶ。２２歳時、北辰一刀流長刀免許）、有村治左衛門

（薩摩藩士。脱藩。「桜田門外の変」実行者。水戸藩士１６人と大老井伊直弼を襲い首級を取るが深手を負

い死ぬ。後に貴族院議員となる海江田信義の弟）、渋沢栄一（尊王攘夷の活動家から幕臣となる。大蔵省

を経て大実業家となる。男爵）などが有名である。

北辰一刀流は水戸藩との繋がりも深い。千葉周作は、天保６年（１８３５）、１０人扶持あるいは１８人扶持の

軽い禄で水戸藩に仕えるが、天保１２年（１８４１）には、正規に弘道館師範として１００石で召し抱えられるよ
おおばんがしら

うになる。また、周作の三男千葉道三郎も周作とは別に水戸藩に仕え、馬廻組から大番頭に昇進したと

言われている。安中藩士の海保帆平は玄武館の四天王の一人で天才と謳われた剣士であったが、後に、水
ア メ リ カ

戸藩に剣術指南として仕え、『海防名応接記』、『亜墨利伽図説』などの著述を残している。水戸藩士で北

辰一刀流の剣士としては、玄武館の四天王の一人庄司弁吉がいる。こうした背景もあって豊田芙雄の夫小

太郎なども小沢寅吉に北辰一刀流を習う機会があったのである（前村注；山川菊栄の母千世は小沢寅吉の

妻に手習いを習っている）。なお、豊田小太郎は玄武館の四天王の一人、海保帆平とも親しくしていたよ

うで、高橋清賀子家文書には海保から小太郎に宛てた手紙１１通が残されている。
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� 兄勇太郎と天狗党事件

豊田芙雄のいとこで藤田東湖の第４子藤田小四郎は芙雄の実家桑原家に預けられ、そこから彰考館に勤

務していたが、突然桑原家から出奔して水戸藩内激派（天狗党）を結集し、攘夷決行を唱えて筑波山で挙

兵する。元治元年（１８６４）３月２７日のことである。

水戸藩内では、元々改革派の天狗党と保守派の諸生党が対立していたが、江戸に常在する藩主徳川慶篤

に定見がなく、諸生党の意見を入れたり、天狗党の意見を入れたりを繰り返すために、天狗党事件勃発後

その対立はさらに激しさを増している。抗争の経緯の中で諸生党（市川勢）は水戸城を奪取し、藩内の実
まさなり

権を掌握して天狗党の身内を捕縛し処刑する。豊田芙雄の叔母で、武田耕雲斎（正生）の長子彦右衛門に

嫁いでいた幾子一家が処刑され、幾子が牢で断食をし餓死したのもこの時のことである。

天狗党は、尊王攘夷の決行を一旦棚上げし、水戸藩内で諸生党（市川勢）と戦闘をせざるを得なくなる。

７月３０日、水戸藩鎮静を命ぜられた宍戸藩主松平大炊守頼徳は、８月４日、最初は戦をする意図はなくあ

えて数十名の小人数で水戸へ向かうが、常陸に入ってこれに武田耕雲斎らの一統が加わり、浪人、農民層

の集団も加わって３０００人程に膨れ上がっている。８月１０日、頼徳は水戸城へ入ろうとするが、諸生党側は

頼徳軍に天狗党一味の武田耕雲斎らがいるということで、頼徳軍の入城を拒絶する。

諸生党と頼徳軍の間で戦闘が開始されると、天狗党は頼徳軍に加勢して、水戸藩の内部抗争は一段と拡

大することになる。８月１６日、武田耕雲斎らは那珂湊の市川勢と戦うが、この日、藤田小四郎・飯田軍蔵

らは武田らと合流する。豊田家にも大小の砲弾が飛び込んでくるようになって、豊田芙雄が嫁入り道具と

して持ってきた薙刀を担ぎ、一家で弘道館官舎に避難したのもこの時のことである。

武田耕雲斎は天狗党系で尊王攘夷派であったが、攘夷自体には消極的で小四郎に自重するよう説得して

いたが、終局的には天狗党の総大将として選ばれている。武田は年配者で人徳もあり、分別もあったが、

反乱のエネルギーは、本人の本来の意図とは関係なく、そういう人物を総大将として担ぎ出すのである。

江藤新平の佐賀の乱、西郷隆盛の西南戦争の場合も同じである。

すでに尊王攘夷から尊王開国へと思想を進めていた豊田小太郎などは、天狗党の挙兵には批判的であっ

たが、諸生党に牛耳られた藩政を戸田忠則、藤田健二郎らと改革しようと画策していたために保守派から

のマークは厳しかった。天狗党の一件とは別に戸田、藤田は諸生党に囚われて維新を迎え、小太郎は脱藩

して京都で暗殺されることになる。
げんぞう

当初、尊王攘夷を旗印に結集した天狗党も、藤田小四郎を代表とする敬幕派、田中愿蔵を代表とする討

幕派、水戸藩の内紛状況に見切りをつけた、水戸藩士の一部と浪士軍団などに分裂し、それぞれ別行動を

取るようになり、戦闘は複雑さを増すことになる。挙兵軍の一部は、金品強奪、放火、殺人など行き過ぎ

た暴虐行為などをするため、幕府からは暴徒と見なされ、住民からは反感を買い、群衆による「天狗狩り」

が横行するようになる。水戸藩内戦において天狗党は良く戦うが、一方、諸生党（市川勢）は幕府にうま

く渡りを付け、幕軍の大軍出動を導き出すことに成功し、天狗党は大軍相手に戦わざるを得なくなる。１０

月１日、幕府は、鎮圧失敗を理由に松平頼徳・頼位の官位を剥奪し、１０月５日、頼徳は幕府の命で切腹し、

重臣たちは自決したり、処刑されたりしている。玄武館の四天王の一人で宍戸藩に出仕していた元水戸藩

士の庄司弁吉も、同年１０月１６日、水戸城下、下市赤沼の獄舎で斬罪となっている。

その後も天狗党は大軍相手に善戦するが、徐々に追い詰められ、１０００名前後の天狗党の軍団は、当時、

京都に滞在していた徳川慶喜を頼って上洛することを決し、１１月１日、久慈郡大子を出発している。いわ

ゆる天狗党の「長征」と「悲劇的結末」の始まりである。

常陸で戦乱が起きると、玄武館塾頭で尊王攘夷派の真田範之助のもとには、旧知の天狗党のメンバーか

ら至急戦闘に参加されたし、との指令が来る。しかし、この戦争のどの時点でそれが届いたのか正確なと
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ころはわかっていない。
りょうしゅう じゅう し えん らんこうおう

真田範之助に関する資料は少ないが、塚原蓼 州（塚原渋柿園）の『藍香翁（４）』、織田鉄三郎の『天狗

党鹿島落ち（５）』、小島政孝の「北辰一刀流―真田範之助と敷島文雄―（６）」などに関係の記述があり、小説の

形式では長谷川伸の短編「真田範之助（７）」、東郷隆の短編「屏風の陰（８）」がある。横川勇太郎関係では、八

王子の郷土史研究者鈴木龍二の「横川楳子と兄横川左馬太郎について（９）」があり、小説形式では丁寧な資

料収集をしているブログ上の夢酔藤山著「千人同心がゆく 天狗の影を追いかけて―横川勇太郎（１０）」と「千

人同心がゆく 明治の世に残せたもの―横川勇太郎の家族たち（１１）」がある。

東郷隆によると、真田は玄武館の四天王である海保半平（帆平）、稲垣七郎、庄司弁吉、井上八郎（前

村注；庄司弁吉、稲垣定之助、塚田孔平、森要蔵を四天王とすることもある）と相談し、寮の門下生約５０

名には天狗党の戦いに加担することは伏せたまま、玄武館の後継者問題に対する決意表明をするのだとい

うことで、集団脱藩ならぬ集団脱館を決行することになる。

玄武館を脱出した一行は、水戸藩の江戸深川御船蔵の主で、死んだ千葉栄次郎の舅でもある小林権左衛

門の屋敷に４日間逗留し、その後千葉周作の墓がある浅草田島町の浄土宗誓願寺（前村注；巣鴨の本妙寺

にも千葉周作の墓が現存する）に移り、真田はここで初めて門下生に天狗党の戦陣に参加することを打ち

明けている。

その後、真田らは浅草見附を通過し、幸手宿本陣に泊まる。一行は集団宿泊の慣習に従って本陣の障子

に「千葉周作成政門人、塾頭真田範之助外、五十人宿」と書いて宿の前に立て掛けていたが、幕府側の一

軍がこれに疑いを持ち、本陣を包囲して鉄砲を放ったため、真田らは筑波山で落ち合うことを誓って、二

手に分かれ表口と裏口から逃走する。この時、真田の左右には武州八王子出身の横川左馬太郎（前村注；

楳子の兄勇太郎）と医学生で千葉門下生でもある岩倉徳之丞が従っていた。東郷はここまではどの資料も

一致しているとしている。

� 集義隊の敗退と勇太郎の帰郷

その後、真田範之助らが天狗党事件にどう加担したか全容ははっきりとしない。織田鉄三郎が『天狗党

鹿島落ち』中で示している「茨城県贈位者事績」には宍戸藩に出入りした尊王攘夷派として「岡見徳三、

立花辰之助等と団結し（此の一団江戸高田なる宍戸侯の別邸にあり）他の一団横山亮之助、内藤文七郎等

数十人（此の一団同侯本邸にあり。此内には芳野秀一郎（前村注；芳野新一郎）、岩名政之進「江戸の人」

草野剛蔵「相馬の人」真田範之介（前村注；真田範之助）等あり（１２））」がある。彼らはいずれも、天狗党

の挙兵に呼応しようとするが泥沼化した水戸藩の内部抗争には参加せず、横浜での攘夷決行を旗印に鹿島

に集結する人々である。真田範之助らの行動は、７月末頃から８月中頃の間に開始された可能性が高く、

常陸に入った玄武館勢は、一時は、頼徳軍、武田軍と行動を共にした可能性もあるが、水戸藩の内部抗争

に見切りを付け、宍戸藩出仕の庄司弁吉だけを残し、芳野新一郎らと共に鹿島に向かったという推測も成

り立つ。

長谷川は、『藍香翁』における真田の鹿島落ちの記述に根拠がないとしていたが、織田は鹿島神宮の鹿

島家に残る、神官たちの目撃記『飛鳥川附録』において、９月２、３、４日に鹿島に集結した太平組と称

する浪士集団の中に真田範之助や芳野新一郎（桜山三郎）の名前が記されていることを明らかにしてい

る（１３）。攘夷決行を優先する水戸藩士の岡見徳三、立花辰之助、横山亮之助、内藤文七郎等６０余名や、水戸

藩の内部抗争を忌避する攘夷派の浪士軍団が鹿島に集結したのである。その数は６００名余といわれている。

太平組は、それぞれ「攘夷貫徹」、「攻必勝守必固」、「皇国誠忠士」、「神武」、「報勅」、「正義」などと書

いた吹流旗や四半幟をはためかせ、各種の馬連などを掲げて「整隊列をなし、威風凛々という美々しい行

装（１４）」であった。全軍は、７番隊に編成され、真田範之助は桜山三郎と共に４番隊の隊長として「桜山は
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黒糸の鎧、真田は黒革の鎧、何れも紺木綿の陣羽織立烏帽子にて兜は冠らず、着替えの具足櫃二つ持たせ

騎馬なり（１５）」といういで立ちで、総勢４８名、「神武」、「集義」等と書いた吹流旗や高張提灯を掲げる、諸

藩の士からなる「集義隊」を率いていた。

桜山三郎は芳野新一郎の変名である。弘化元年（１８４４）生まれで号を桜陰と称した。伊東甲子太郎の友

人でもある。父金陵は、下総国相馬郡松ヶ崎（現・柏市松ヶ崎）の医師の家に生まれ駿河国田中藩の儒官

となり、後に、昌平黌の儒官となる。息子新一郎も秀才で昌平黌の助教となる。しかし、新一郎は学究の

道を捨て尊王攘夷の行動派となる。この時の戦いで桜山は捕縛され、水戸の牢に６カ月入れられ、後、維

新まで館山山麓に身を潜めている。維新後、京都でしばらく親兵となり、後、新政府内の弾正迭察使とな

るが、病気で辞職する。明治５年（１８７２）、２９歳の若さで夭折している。

９月５日に始まる鹿島・大船津の戦いで、浪士諸隊は佐倉・棚倉藩兵及び幕軍歩兵の集中砲火を浴びて

敗れ、小舟で行方郡に逃れようとする者も相当数が敵の攻撃を受けて死傷し、あるいは自ら入水して水底

に沈み、辛うじて行方郡に上陸した者は半数ほどに減っていた、という記録もある。また、上陸後も、潮

来付近の戦い等で殺されたり、捕縛後処刑される者も多く、鹿島に屯集した浪士諸隊は壊滅状態となる。

浪士諸隊は、泥沼化した天狗党事件に深く巻き込まれることはなかったが、鹿島・大船津の戦いであえな

く敗退するのである。

真田は戦況の不利を認め、岩倉徳之丞だけを連れて江戸へ向け逃走する。真田と勇太郎がどの時点で別

れたのかはっきりしたことはわかっていないが、常陸に入ってすぐに、まだ１７歳の勇太郎に八王子に帰る

ことを告げたのではないか。勇太郎は９月中旬頃迄には八王子に戻った模様である。

落ち延びた真田範之助と岩倉徳之丞は、再び深川の小林権左衛門方に潜伏することにしたが、老門番が
しんちょうぐみ

密告したため、その晩の内に、小林方は庄内藩の配属下にあった新徴組によって包囲される。真田と岩

倉は襲撃を受け、奮戦するが、結局、多勢によって殺害されてしまう。元治元年（１８６４）１０月１７日のこと

である。

� 横川家父子の苦悩と贖罪

横川家の嫡子勇太郎の八王子帰郷後のことについては夢酔藤山の記述を参考に要約すると次のようであ

る（１６）。

勇太郎の帰郷後、横川十右衛門は勇太郎の天狗党事件関与の一件で妹婿の千人頭・河野仲次郎のも

とへ相談にゆく。河野は尊王攘夷など若者にありがちなことだ。別段誰に危害を加えたわけでもない。

さりとて人に知られるのもよからず、半年ほど自宅で謹慎しておるがいい。念のため名前は変えた方

が良かろうということで、勇太郎は左馬太郎と改名している。

勇太郎が帰郷して２カ月ほど経った頃、玄武館の門下生を名乗る男が横川家を訪ねてきて、範之助

殿が亡くなりました、小峰家にもすでに報告してきました、と告げる（前村注；これを聞いた勇太郎

の悲嘆と後悔の念は深く大きなトラウマとなる）。

男は天狗党も常陸を追われて中仙道を上洛中の由、多摩も近々大変なことになろう、と語っている

（前村注；天狗党が上洛の途についたのが１１月１日であり、徳川幕府が天狗党対策で千人同心に甲府

出動を命じたのが１１月１７日であるから、男の横川家訪問は１１月１０日前後のことだったかと推測され

る）。

さらに、夢酔によると、父十右衛門は、息子勇太郎が世間を騒がせた事件に関わったことを過剰に悩み、

勇太郎もまたそのことを気に病む暮らしをする。それに加えて、勇太郎は兄のように慕っていた真田範之
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助と最後まで行動を共にできなかったことを悔やむ毎日を過ごしている。その後、横川親子はまるで贖罪

をするかのように、地域貢献に励み、勇太郎も千人同心の一員となって健気な仕事ぶりを見せている。

特に、鈴木龍二の記述には、慶応３年（１８６７）７月、勇太郎は千人同心の武芸修行が不足であると嘆じ、

千人頭経由で幕府に対し広大な調練場と調練賄費の供出を具申するが採用されなかった（１７）、とある。また、

これは勇太郎の独断というわけでもなく、同様のことを曾祖父、祖父、父も構想していたが、それぞれ健

康上の理由で実現に至らなかった事業であった。犠牲的なまでの「社会奉仕」は横川家に代々受け継がれ

てきた伝統だったのである。

しかし、翌年の慶応４年／明治元年（１８６８）１月３日には鳥羽伏見の戦いが始まり、官軍優勢のまま、

事態は急展開し、徳川幕府からにわか旗本の地位を与えられた近藤勇や御家人格を与えられた土方歳三な

どは、新撰組の生き残りと、弾左衛門の配下２００名及び日野の農兵２０数名からなる「甲陽鎮撫隊」を組織

して江戸から甲州へ向かうが、夜な夜な酒盛りをしながらの行軍のため遅れを生じ、甲州城にたどり着く

前に、３月６日、勝沼で官軍と開戦し敗れている。近藤は、４月３日、流山で囚われの身となり、４月２５

日、板橋で斬首されている。土方は、近藤の助命を勝海舟に依頼するため一旦江戸に戻るがうまくいかず、

その後、奥州を転戦し、翌年の明治２年（１８６９）５月１１日、箱館の戦闘で戦死する。

東征軍は、明治元年（１８６８）３月１１日、八王子に進駐するが千人隊（前村注；慶応２年（１８６６）１０月、

千人同心は千人隊と改称された）は早々に恭順の意を示し八王子では戦端は開かれていない。４月１１日に

は江戸城が無血開城となり、徳川幕府は瓦解する。

同年４月、幕府の歩兵指図役間宮金八郎は３００名の幕府脱走兵を率いて八王子に入り、本立寺その他に

駐屯し、千人隊に軍に加わるよう要請している。千人頭の河野仲次郎や日野義順をはじめ「八王子方」と

呼ばれる１００数十名がこれに応じ、歩兵頭多賀上野介の指揮下に入っている。千人隊は徳川家菩提寺の警

護を口実に麻布祥雲寺に入るが、５月１５日、彰義隊と官軍の「上野の戦い」が始まり、これに巻き込まれ

ることになる。しかし、彰義隊は僅か１日で敗退するため、河野や日野らはそれぞれ八王子、日野に帰る

が、両名は新政府により逮捕され甲斐鎮撫府に身柄を拘束されている。河野が解放されたのは約１年後の

ことである。この時、両人の居宅は差し押さえられているが、横川家に大量に残された河野家文書はこう

した際に移されたものかと思う。

６月９日、八王子千人隊は解体となり、千人町の拝領屋敷は召し上げとなる。村上直の著書（１８）によると、

千人同心には三つの選択肢が残されており、徳川家に随従して静岡に赴く者（１１名・千人頭を中心とする。

前村注；３５名とする文書もある）、士分を捨て農民として土着する者（約８２０数名）、新政府に雇われる朝

臣派（６７名）となっている。資料によって幾分か数値が違うが大方の傾向はいずれもこのようである。そ

の後、旧千人同心はそれぞれ苦難の途を辿ることになる。

河野仲次郎は、明治２年（１８６９）１０月、家族の待つ静岡に移る。１１月、静岡学問所三等教授方に採用さ

れるが、明治５年（１８７２）、学制頒布の影響で学問所が廃止となり失職する（沼津兵学校に異動したよう

な記述もあるがはっきりしない。こちらも同時期廃校となる）。その後、東京に出て、大蔵省記録局に勤

め、明治１５年（１８８２）２月１０日、死去する。享年５６歳である。楳子は、東京での学問修行時代、仲次郎の

妻で叔母である偉智に物心両面で世話になっている。

横川父子が敬慕する、徳川幕府も、千人同心の社会もあえなく崩壊したのである。勇太郎はと言えば、

落胆するばかりで気持ちを切り替えることができないまま時を過ごし、明治初年後半頃にはかなり重い病

身の身となっている。
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� 横川楳子の学問修業

明治維新後、東多摩郡（現在の中野区・杉並区）を除く西多摩郡・南多摩郡・北多摩郡は、明治２６年

（１８９３）に、東京府に編入されるまで神奈川県に属していた（前村注；東多摩郡もごく短期間神奈川県に

所属している）。

光石知恵子によると、明治６年（１８７３）５月、楳子の父横川高徳（前村注；明治になって高徳と改名し

ている）と川口七郎は神奈川県から第九学区の学区取締に任ぜられ、高徳は明治７年（１８７４）には、副戸

長に任命されている（１９）。学区取締は各地においても戸長、副戸長が兼任することはよくあったが、いずれ

もその地域の要職である。

光石は、高徳は「官」による学校設立が因習に囚われて遅々として進まないため、「官」に申し立てを

した上で、すべて自前で横川村に「多摩学舎」を設立したことを記している（２０）。教員２名、生徒男５６名、

女３４名の学校であるが、生徒から束脩、月謝その他の費用すべてを取らず、委託金なども一切貰っていな

い。明治６年（１８７３）の学校創立時から明治７年１０月までの総費用７１８円７５銭を横川高徳一人が出費して

いるのである。給料は教員１ケ月１２円５０銭（２名分）、助教１ケ月２円５０銭（２名分）、小使い１ケ月２円

５０銭（１名分）となっている。

また、光石は、楳子の兄光義（前村注；勇太郎）もまた「横川学舎」設立を意図した「私学開業願」控

を残していることに触れているが、本人の病気のこともあってか、この学校の設立は実現していない（２１）。

横川高徳は、「女子に学問はいらない」とする時代に、幼い頃から学問好きな娘の楳子にかなり自由に

学問と取り組む機会を与えている。楳子の履歴については東京都発行の『東京の幼稚園（２２）』によると学問

修業に関する部分は次のとおりである。

一文久元年ヨリ元治元年迄四ケ年間阿部完堂ニ従ヒ漢籍素読並ニ習字修業

一慶応元年ヨリ同三年迄三ケ年間芝藤太郎ニ従ヒ漢籍修業

一同二年ヨリ三年迄弐ケ年間高橋石斉ニ従ヒ習字修業

一明治三年ヨリ五年迄三ケ年間長崎県士族大竹政正ニ従ヒ漢籍修業千葉県平民丸東ニ従ヒ筆算開方迄

修業

一同八年ヨリ十一年迄四ケ年間東京府平民馬渕近之尉ニ従ヒ筆算平三角迄修業

一同十一年ヨリ十六年迄六ケ年間式部寮伶人東儀秀芳同林広継ニ従ヒ保育唱歌催馬楽並ニ和琴箏修業

又米国人メーソン氏及ヒ音楽取調所ニ於テ西洋唱歌并ニ風琴修業

一同十三年ヨリ十四年迄東京女子師範学校教員茂木春太ニ従ヒ物理学修業

一同十四年ヨリ十六年迄三ケ年間東京府士族鈴木重嶺ニ従ヒ和学修業

一同十五年ヨリ十六年迄一ケ年間東京府士族小笠原清務ニ従ヒ小学礼式修業

これによると楳子が阿部完堂に漢籍と習字を習い始めるのは８歳からである。楳子が師事した各人物に

ついて国立国会図書館他の資料で調べてみると、阿部は『日本州名解』（執筆年不祥）という地理書を書

き、『詩歌合 全』（嘉永６年）という「中国唐・宋の詩と日本の朗詠集の和歌で同趣のものを並べ合わせ

た」書を編纂した学者であるが、特に八王子で塾を開いていたという記録はない。８歳になる楳子は、父

十右衛門と兄勇太郎が北辰一刀流を習うに際し、同行したものか、あるいはまた親戚か親の知人の世話が

あって、江戸に出て学業と取り組んだのであろう。河野仲次郎一家はまだこの頃は八王子にいて静岡にも

江戸（東京）にも移っていない。

慶応元年（１８６５）から３年間漢籍を習った芝藤太郎については資料がないが、慶応２年（１８６６）から２
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写真１ 成人後の横川楳子（２３）

年間習字を習った高橋石斉（斎）には著書『大字校正三字経』がある。また、明治３年（１８７０）から３年
まさただ しゅう げ

間漢籍を習った大竹政正は『刑法治罪法集解』（明治１４年）などの著述のある学者であり、同じ時期に筆

算開方を学んだ丸東は、明治２８年（１８９５）、加藤小学校委托衛生醫をしている時に『コレラ病豫防心得』

を書いた人物である。また、明治８年（１８７５）から４年間筆算平三角を習った馬渕近之尉（丞）は、明治

１７年（１８８４）、『百分算問題』を書いているが、楳子は当時の女性としては珍しく早くから数学も学んでい

るのである。明治初年中頃には、河野仲次郎一家も沼津から上京し、叔母偉智は種々楳子の世話をしてい

る。

明治１１年（１８７８）３月から、東京女子師範学校附属幼稚園で保育法を学び、１２月に無事卒業している（受

講自体は翌年２月上旬まで）。楳子の２５歳頃のことである。

明治１１年（１８７８）から６年間式部寮伶人東儀秀芳と林広継に保育唱歌、催馬楽（前村注；平安時代、民

謡を雅楽風に編曲したもの。さいばらと読む）、和琴（読みはわごん）、箏を習い、米国人音楽教育者メー

ソンが来日すると、メーソン及び音楽取調所で西洋唱歌、風琴を習っている。

明治１３年（１８８０）から楳子が物理学を習った茂木春太は東京女子師範学校の教員で兄弟で貴重な研究を

した化学者であったが、明治１４年（１８８１）５月、早逝している。また、明治１４年（１８８１）から和学を３年
しげ ね

間学んだ鈴木重嶺は最後の佐渡奉行で、明治初年、相川県の知事になった人であるが、明治９年（１８７６）

には官を辞め、晩年は歌人となり和歌の指導者となっている。鈴木重嶺は佐々木信綱と共に明治初期歌壇

を代表する歌人である。知事就任に関しては、難治県と言われていた相川県の知事の人事に悩んでいた西

郷隆盛が勝海舟に相談したところ、勝が友人で有能な鈴木重嶺を推薦したことで実現したものと伝えられ

ている。

また、明治１５年（１８８２）から１年間小笠原清務に小学女礼式を学んでいるが、小笠原流は明治初期に学

校教育に取り入れられた礼法である。豊田芙雄設立の翠芳学舎教員竹澤里も小笠原清務に礼式を学んでい

るが、『豊田芙雄と草創期の幼稚園教育（２４）』に述べているように、小笠原は竹澤らと共に女学校及び幼稚

園の設立にも関与している。小笠原清務に礼式を学んだ頃楳子は２９歳である。

幼少期だけでなく、成人となってからも楳子の向学心は旺盛であり、常に当代一流の人士に就いて学ん

でおり、学費や生活費も相当に必要だったと思われる。楳子は、保姆になる以前は当然ながら、保姆となっ
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写真２ 折紙（摺紙）「六歌仙」の一部（２５）

てからも学費や生活費など、しばしば父横川高徳や母新に無心の手紙を出しているが、両親はその出費を

惜しんでいない。

２ 横川楳子と東京女子師範学校附属幼稚園

� 保育見習生時代

明治９年（１８７６）１１月１６日、東京女子師範学校附属幼稚園の創設と同時に、同園には各地から幼稚園開

設方法に関する問い合わせや、保姆の派遣依頼が舞い込むことになる。したがって、同園にとっては発足

と同時に保姆養成は喫緊の課題となっていた。

東京女子師範学校附属幼稚園では、保姆養成の「科」を設けるために急いで検討を始めるが、明治１１年

（１８７８）２月、まだ準備が整わない内に、大阪府から氏原 と木村末が受験生として派遣されてくる。そ

のために、同園は大慌てで「保育見習科（前村注；東京女子師範学校年報では保姆見習という言葉を使っ

ている。正規に「科」という呼称が使われていたかどうかははっきりしない）」の規則等の整備をして、

二人に入学試験を課し、入園を認めることになる。この時、大阪の二人の派遣生とは別に、入園を許可さ

れたのが横川楳子であり、楳子には同園から月５円が支給されている。

楳子が自ら「保育見習科」の受験生として応募したのか、あるいは同園関係者に応募を薦められたのか、

残念ながら現在のところそれらを明らかにする資料はない。しかし、楳子の手紙によると、それ以前に、

恩師の大竹政正から教師の口を世話されたこと、また、漢学者で明治８年（１８７５）東京師範学校の教師と

なった松本万年（前村注；東京女子師範学校創始期の教師松本萩江の父）からも教師の口を世話されたこ

とが書かれている（前村注；教師の口は二つとも断っている）。このことから見て、楳子の教養は教師と

なるにふさわしいものとして当時の識者たちにも評価されていたことがわかる。楳子の「保育見習科」入

園もまた、創始期の幼稚園保姆となるにふさわしい女性として誰かが推薦して実現したものであろう。

保姆見習中の学びの内容については、豊田や氏原の文献等を手掛かりに、すでに『豊田芙雄と草創期の

幼稚園教育（２６）』等で記述しているので、ここでは詳しくは述べないが、学問好きな楳子にとっては、まっ

たく未知の保育法を、ドイツ人女性松野クララが英語で語り、関信三が通訳するという方法で学ぶことは
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相当刺激的であったであろう。また、豊田と近藤にも保育の理論と実際を学ぶが、「直訳的保育法」に欠

けていたり不十分な部分を、豊田芙雄、近藤濱、氏原 、木村末と一緒に知恵を絞り、創意工夫するといっ

た活動は大きな喜びであったにちがいない。

それらの一つの例が折紙（前村注；当時は摺紙、しょうしと呼ばれていた）である。フレーベル主義の

２０恩物中にも折紙（摺紙）は含まれていたが、それらは全て幾何学形のものばかりで、帆掛け船、奴さん、

鶴といった子どもに馴染みやすい日本伝統の具象的な形のものは無かった。

製作及び手工芸関係の指導は主として近藤が担当したが、日本式の折紙の中からどういうものを取り入

れるかについては、近藤、豊田の保姆だけでなく、氏原、木村、横川など見習生も共に考えて、東京女子

師範学校幼稚園編の『恩物圖形（２７）』に取り込んだようである。

特に折紙「六歌仙」（写真）については、紙の選択、染色の方法など保姆と保育見習生が試行錯誤しな

がら完成に至った苦心作である。豊田や横川が現在まで残している「六歌仙」はおそらくこの時作ったも

のであろう。

「六歌仙」は幼児向きの手技としてはやや難度が高いが、むしろこれなどは保育見習生自身の手技の練

習として取り込んだものではなかったのか、保育唱歌中のかなり高度な歌詞、内容のものなどと同様、す

べてが幼児用だったとは限らないと考える方が自然のように思う。

保育見習科は、氏原が記述するように、当初は半年の予定であったが、それでは足りないとして１０カ月

に延長されている（実際には豊田の講義は翌年２月上旬まで続けられている）。氏原は妊娠、出産のため、

８月末には大阪に帰るが、学籍は残していたようで、明治１１年（１８７８）１２月、３名共保育見習科を修了し

たことになっている。

� 鹿児島幼稚園と横川楳子

保育見習生の氏原と木村は、大阪府知事の渡辺昇から、修了後は大阪で幼稚園を創設することが課され

ていたが、横川楳子にも、修了後は全国の府県のいずれかへ赴いて幼稚園を開設することが東京女子師範

学校から申し渡されており、本人もそのつもりでいたのである。
みちとし

鹿児島県では、西南戦争中から、県令岩村通俊が率先して、戦後復興策として勧業、教育の復興、充実

を推進していたが、明治１１年（１８７８）９月２１日、鹿児島師範学校内に女子師範学校を仮設し、同校の復活

を意図している。同県では、明治８年（１８７５）、すでに小学校女子正則講習所を立ち上げ、同年１０月、女

子師範学校と改称していたが西南戦争で焼失したために女子師範学校の復活を目指したのである。仮設の

鹿児島女子師範学校は、明治１２年（１８７９）１月、山下町に建築移転されるが、同校内には幼稚園園舎一棟

が建てられている。

岩村県令が、鹿児島県に幼稚園を設置することを、どの時点で構想したのか正確なところはわかってい

ないが、遅くとも女子師範学校仮設の前後には、幼稚園設置の計画を抱いていたかと思う。

明治１１年（１８７８）頃は、前年の西南戦争の莫大な戦費の出費もあって、全国的に経済を巡る状況は相当

逼迫していた。また、西南戦争勃発直前の明治１０年（１８７７）１月４日、地租（土地に課せられる税）が３％

から２．５％に下げられたことも影響が大きかった。ちなみに、鳩山春子らが通っていた東京女学校の明治

１０年（１８７７）２月頭の廃校決定の直接の因はこの地租の大幅切り下げにある。地租切り下げにより官員の

相当数が馘首されるという状況が生まれたのである。廃校決定を西南戦争勃発に求める説は、１月末に火

薬庫襲撃事件が発生しているとはいえ、西南戦争が始まるのは２月の半ばであることから正確ではない。

いずれにしろ、さらに西南戦争が起こり、戦争後の経済的状況は相当に悪化していた。しかし、鹿児島に

わが国２番目の幼稚園を設置し得たのは、岩村県令の熱意もさることながら、鹿児島には地域の治安回復
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を含んだ「戦後対策」という特別な理由があったからである。

大阪府の知事渡辺昇は、大阪に幼稚園を開設するので保姆を派遣してくれるよう東京女子師範学校附属

幼稚園に掛け合っているが、同園からはとてもその状況にない、として断られている。そのため渡辺は十

分な連絡調整もないまま氏原と木村を強引に東京に送り込むのである。渡辺には、太政官の諜報機関の直

属の部下（スパイ）であった関信三に保姆派遣要請をきっぱりと断られたことに対して、多少感情的な「含

み」もあったのかと思う。

鹿児島県の場合は、東京女子師範学校附属幼稚園で保姆養成が開始され、横川楳子が見習中であったか

ら、大阪府が保姆派遣を要請した時点とは事情が異なっている。とはいえ、西南戦争直後で、まだ不穏な

空気も漂っている、しかも東京からはあまりにも遠い鹿児島の地に、若い保姆を派遣することは容易なこ

とではなかった。

しかし、鹿児島の岩村県令には「切り札」があった。明治１１年（１８７８）５月２４日から同年１２月２４日まで、

西郷隆盛の弟西郷従道が文部卿として在任中であったため、岩村は鹿児島県出身の西郷を通じて保姆派遣

の話を進めることができたのである。東京女子師範学校摂理の中村正直も附属幼稚園監事の関信三も、文

部卿の西郷従道が鹿児島へ保姆を派遣してくれるよう一言頼めば断ることなど容易ではなかったからであ

る。

当初、中村も関も豊田あるいは近藤を鹿児島に派遣することは毛頭考えていなかった模様である。東京

女子師範学校附属幼稚園といえども、フレーベル主義の幼児教育はまだ緒についたばかりであり、やっと

養成した保姆の豊田や近藤を、一時的にであれ手放すことは同園にとっては極めて大きな痛手となるから

である。特に、豊田芙雄は、主席保姆の松野クララがほとんど日本語を話せないため、実質上主席保姆の

仕事をしており、豊田を長期出張させることはあり得る話ではなかった。

したがって、中村は同年１１月頃から、保姆見習生の横川楳子に鹿児島に行ってくれるようしばしば説得

を試みるのである。このあたりの事情については、横川が八王子の両親宛に書いた、同年１２月６日付の手

紙（２８）に述べられている。このことは『豊田芙雄と草創期の幼稚園教育（２９）』でも触れたが、十分には説明し

きっていないので、ここで改めて説明を加えることとする。

楳子は手紙の最初の部分で「御兄様の御病気」を気遣っている（前々年明治９年（１８７６）８月１２日の書

簡（３０）でもすでに兄の病状を問い合わせているが、この時は自分自身の病気の治療についても触れている）。

明治１１年（１８７８）末頃には兄勇太郎の病状は相当悪化していたようである。

鹿児島行きについては「扨、私事、卒業も此年と存じ候。夫ニ付業成宇へハ縣々に参り候由元より其つ

もりニて居候。然ルニ此度鹿兒島縣より幼稚園設立ニ付可然人御座候ならバ一人」送って欲しいとの依頼

が東京女子師範学校に届き、「学校長（前村注；摂理中村正直）より度々私へ」鹿児島行きに関する話が

なされるようになる。

楳子は「たとへ遠き所なりとも、県令の頼ミにて参り一ツ之幼稚園を設立候ヘバ、そこに名ものこり又

功も立候事と存じ候」と思うようになるが、筆者の親しい女性研究者らによると「名や功の意識は中村の

吹き込みによるものでしょう」ということである。いずれにしろ「最も初て彼地ニ幼稚園を設立スルハ私

如き者にハ難き事ながら、若シ御ゆるし被仰候上ハ参りて一ツ骨をりて見たく存じ候」と楳子は前向きに

考えるのである。もちろん、楳子には、初めての幼稚園設立のこと以外に、「御兄様」の病気のこと、自

身の健康のことなど不安もあったが、「土用休（夏期休暇）」もあることだし、すぐに一時帰京できる、と

自分自身を奮い立たせるような記述もしている。

鹿児島縣は、新卒の楳子に月３０円の給料を与え、赴任旅費、帰京旅費等は官費で支払うことを約束して

いる。ただ、本人にとっても、家族にとっても重要な事柄であるため、楳子はこの件を両親に知らせ「至
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急御返事御願申上候」と書くのである。

この手紙に対する返事は残っていないが、楳子の両親は、不穏な空気の残る鹿児島に娘を旅立たせる不

安と同時に、嫡子勇太郎の病状がかなり重篤化していたことから、鹿児島行きを思い止まるよう強く説得

したものかと思う。結局、楳子の鹿児島行きは不発に終わるが、楳子は、この手紙の日付の１８日後、明治

１１年（１８７８）１２月２４日、保姆見習を修了し、同時に東京女子師範学校附属幼稚園の保姆として抜擢される

が、年明けてすぐ、文部省は豊田芙雄に鹿児島出張の辞令を出すことになる。

楳子の兄勇太郎は、明治１２年（１８７９）３月１５日、死亡している。豊田が鹿児島県から「幼稚園開設ニ付

該事業擔當申付一ケ月金五拾圓給與候事」という辞令を貰って２日後のことである。楳子の鹿児島派遣に

は無理があったのである。この件に関する前後関係は以下のとおりである。

明治１１年（１８７８）８月２１日 文部卿西郷従道邸の食事会に、田中不二麿夫人、関信三、松野クララ、

豊田芙雄、近藤濱、横川楳子、氏原 、木村末ら招待される。

８月３１日 氏原 、大阪に帰る。

９月２１日 鹿児島師範学校内に西南戦争で焼失した鹿児島女子師範学校を仮設す

る。

１１月 摂理中村正直、横川楳子に鹿児島に行くよう度々説得する。

１１月１１日 明治１２年文部省年報に、この日、文部大輔田中不二麿、関信三著「幼稚

園創立法」を文部卿西郷従道の閲覧に供す、の記述がある。

１２月６日 この日の日付の手紙で、楳子、鹿児島派遣について両親に相談。

１２月２４日 保育見習科の修了式。同日、楳子、東京女子師範学校附属幼稚園保姆と

して抜擢。同日、西郷従道、文部卿を辞め陸軍卿となる。

明治１２年（１８７９）１月１８日 鹿児島女子師範学校、山下町に建築移転。同校内に幼稚園園舎一棟を建

設する。

１月２４日 豊田芙雄、文部省より鹿児島に幼稚園設立のため出張の辞令。

２月６日 女教員数名で豊田芙雄の送別会。武村耕靄、豊田に詩、画を贈る。

２月１６日 同僚による豊田芙雄の送別会。この頃、中村正直、豊田に大きな軸の書

「愛敬歌」を贈る。

２月１９日 この日、芙雄、鹿児島へ向け出立か。

３月４日 東京女子師範学校、保姆練習科の入学試験。応募者１６名。給費生５名、

私費生６名が入学することになる。

３月１１日 芙雄、鹿児島に赴着。

３月１３日 芙雄、鹿児島県より幼稚園開設事業担当の辞令。東京女子師範学校第一

回卒業式か（武村の日記などでは同日としているが、２月１３日という記

録もある）

３月１５日 楳子の兄勇太郎、死去。

� 東京女子師範学校附属幼稚園の保姆時代と退職

横川楳子は、明治１１年（１８７８）１２月から明治１７年（１８８４）１２月までちょうど６年間東京女子師範学校附

属幼稚園に勤務している。同期間は、監事小西信八がフレーベル主義保育に改良を加える重要な時期であっ

た。しかし、同時期、横川が同園保姆として、どういう活動をしたかについては、本人自身あるいは周辺

豊田芙雄と草創期の幼稚園教育に関する研究� １３



の人が残した資料は極めて少ない。

横川が保姆になって、２カ月も経たない内に豊田は鹿児島に向け出立するが、３カ月目の明治１２年

（１８７９）３月には保姆練習科の授業が始まり、横川自身も練習科生相手に講義をせざるを得なかったはず

である。しかも、同年１１月には、監事の関信三が病死し、翌年の明治１３年（１８８０）３月１日には、松野ク

ララが同園を退職している。クララの退職は、音楽教育者メーソンの来日も関係していると思われるが、

日常会話程度ならまだしも、クララの英語によるフレーベル主義保育の講義を通訳できる人は関信三以外

にそうそういるはずもなく、関信三の死去とともに同園における「クララの講義はできなくなった」こと

にもよるのであろう。

豊田が不在のまま、関が病死し、クララが退職して、同園は開園以来の危機に陥ったといえるが、保姆

練習科は、明治１３年（１８８０）７月まで続くわけであるから、授業の大半は近藤と横川が負担せざるを得な

かったのである。保姆練習科の修了直前に豊田は鹿児島から東京に戻るが、翌年の明治１４年（１８８１）５月

には摂理の中村正直が東京大学に転じ、同年１１月には近藤が同園を辞めている。近藤は、退職後、私立幼

稚園の経営と保姆の養成に携わり歴史に残るような業績を残すことになる。

この間も横川楳子の向学心は衰えず、幼稚園保姆と並行して様々な学問修行と取り組むが、メーソンに

よる西洋唱歌の研修は特に印象深かったようで、横川楳子家文書にはメーソンの顔写真と集合写真が残さ

れており、メーソンの帰国に際して、楳子が詠んだ「秋よりも先に露おく我が袖は人にわかるる涙なりけ

り（３１）」という歌が残っている。

南北戦争の英雄で、世界一周旅行をしていたアメリカの前大統領グラント将軍は、明治１２年（１８７９）６

月半ば、長崎に上陸し、９月上旬まで、国賓として２カ月半以上日本に滞在している。同将軍は、各地で

大歓迎を受けるが、日本政府は多額の出費を余儀なくされている。同年７月３日には、前大統領一家は東

京新橋駅に到着し、７月１１日には、同夫人、同子息と共に東京女子師範学校第二回卒業式（第一回入学生

の二次卒業式）に出席することになる。この時も、楳子は同校の卒業式にアメリカの前大統領グラント将

軍が臨席するので、礼服を新調しなければならない、ということで両親に無心の手紙を出している。

同年８月１４日、楳子の給与は３円の増給があり、月１３円貰うようになる。先輩保姆の近藤濱が同時期月

俸１７円であるから楳子の俸給も悪くはない。この時の両親宛の手紙には、就職してわずか半年ほどで増給

があった、と誇らしげに伝え、増給を素直に喜んでいる。楳子の幼稚園勤務は順調だったのである。翌年、

明治１４年（１８８１）９月１７日、楳子の月俸は１４円になる。

横川楳子の同時期の保姆としての明確な記録が残されたものとしては、明治１４年（１８８１）５月１４日、皇

后宮が東京師範学校、東京女子師範学校を訪問し、本科及び附属幼稚園の授業を参観したおり、横川楳子

と豊田芙雄が一緒に一の組で「積軆」の活動をした、というものがある。幼稚園における当日の授業は次

のとおりである（３２）。

遊戯室 運動「君が代」・「白金」・「飛行末」ノ三曲唱歌

三の組 修 身 教生 永井たか

同 猪子ふで

同 本多よし

二の組 織 物 同 長谷川てる

同 多賀はる

一の組 積 軆 保姆 豊田芙雄

同 横川うめ
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四の組 連 鎖 同 加藤きん

同 武藤やち

後に附属小学校及び本科の教師となる多賀（鳩山）春子は、この時はまだ教生の立場で授業をしている。

同じく後に幼稚園と本科を兼務する加藤きん（錦子）はすでに保姆となっており、また後に函館幼稚園を

開業する保姆練習科卒業生の武藤やち（八千）も同園保姆となっている（前村注；武藤やちが「東京の幼

稚園」に採用されたという記録は、函館幼稚園側の資料にあるが、東京女子師範学校年報にそれに関する

記載があったかどうか確認できていない）。

メーソンによる西洋唱歌の指導は、幼稚園においては、東京女子師範学校や附属小学校に比べ１年半ほ

ど遅れたため、この時も雅楽調の「保育唱歌」が歌われている。明治１４年（１８８１）３月１日から６月３０日

まで催された文部省の展示会における「文部省教育品陳列塲出品目録（３３）」には「唱歌譜 附幼童運動戯譜

六冊 保育ニ用ヰル譜ニシテ洋書或ハ古歌等ヨリ撰輯セシ書ナリ」とあり、印刷はされていないが「保育

唱歌」を冊子様にまとめたものがあって、幼稚園ではこうしたものを用いることができたのである。ここ

に書かれた「洋書」のくだりはフレーベル主義保育の原書類から歌詞を翻訳、改訳したことを意味してい

る。歌詞だけでいえば豊田芙雄、近藤濱は組織的な西洋唱歌の導入に貢献した最初の人なのである。

横川が保姆として勤務した６年間は、わが国に導入された最初期の「直訳式フレーベル主義保育」に改

正が加えられた時期でもあり、横川楳子は豊田芙雄と共に両方を直接体験した数少ない保姆の一人でもあ

る。このことは楳子の八王子幼稚園の保育にも大きな影響を与えている。この時の改正は、明治１３年（１８８０）

９月１４日、同校訓導として赴任した小西信八が、翌年の明治１４年（１８８１）７月１８日に同校附属幼稚園監事

となって主導したものである。

小西は、まず、恩物の漢語調の訳語を、次に示すように子どもにもわかりやすく馴染みやすい呼称に変

えている（３４）。

旧 新

六 球 法 ロクキウハウ ムツノマリ

三 體 法 サンタイハウ ミツノタイ

第一積體法 セキタイハウ キノツミタテ

第二積體法 （同 上） （同 上）

第三積體法 （同 上） （同 上）

第四積體法 （同 上） （同 上）

置 板 法 チバンハウ イタナラベ

置 箸 法 チチヨハウ ハシナラベ

置 鐶 法 チクワンハウ クワンナラベ

圖 畫 法 ヅグワハウ エガキカタ

刺 紙 法 ソクシハウ サ シ ガ ミ

繍 紙 法 シウシハウ ヌ イ ガ ミ

織 紙 法 シヨクシハウ ヲ リ ガ ミ

組 板 法 ソバンハウ ク ミ イ タ

連 板 法 レンバンハウ ツラネイタ

組 紙 法 ソ シ ハ ウ ク ミ ガ ミ
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摺 紙 法 センシハウ タヽミガミ ※前村注；旧呼称正しくはセウシハウか。

豆 工 法 ヅコウハウ マメサイク

模 型 法 モケイハウ ツチサイク

また、小西は、メーソンに、東京女子師範学校、同校附属小学校だけでなく、同校附属幼稚園でも西洋

唱歌を教えてくれるよう依頼し、明治１４年（１８８１）９月、同園でも西洋唱歌が指導され、幼稚園用の西洋

唱歌の作詞、作曲が開始されるようになる。

小西はまた、幼稚園でも文字の読み書きぐらいは教えて欲しい、という保護者の要望を受けて、幼稚園

と小学校の中間にカタカナなどを教える「つなぎ」の組を設けたりしている。小西の改正は、硬直感のあっ

た直訳式のフレーベル主義保育を、幼児にもなじみやすい柔軟なものとする上で一定の効果をもたらした

し、保姆の豊田芙雄や横川楳子の意識の変化にも一定の影響を与えたものと思われる。その後、辞職する

まで楳子は東京女子師範学校及び文部省より以下のような辞令を受けている（３５）。

一自今月俸金拾七円給与候事

明治十五年十二月廿七日 東京女子師範学校

一東京女子師範学校御用掛申付取扱ヒ准判任候事

但月俸金拾七円給与候事

明治十六年五月廿六日 文部省

一幼稚園教員勤務可致事

明治十六年五月廿八日 東京女子師範学校

一舎中取締兼勤申付候事

明治十七年一月六日 東京女子師範学校

年を追う毎に東京女子師範学校における楳子の役割は高まっていくが、明治１７年（１８８４）１０月、元々頑

健な方ではなかった父横川高徳が死去し、同年１２月１９日、家を継ぐために横川楳子は東京女子師範学校を

辞め八王子に帰ることになる。５年前、嫡子の兄勇太郎が早逝していたため、楳子は八王子に戻らざるを

得なかったのである。

楳子の元上司であった福羽美静（元東京女子師範学校摂理）は別れに際し、楳子が人々に深く惜しまれ

ながら辞めることを扇子に書き、「君よ君人のをしへをする人のをしへともまたなりにけるかな」

という歌を贈っている（３６）。

３ 八王子幼稚園の創設と保育内容

� 帰郷後の楳子

� 女子教育の開始

明治１７年（１８８４）１２月、東京女子師範学校及び同校附属幼稚園を辞めて八王子に帰郷後の楳子の活動概

要は『八王子市史 上巻（３７）』によると次のようである。

翌年の明治１８年（１８８５）には早くも横川町の自宅で女子教授所（家塾）を開くが、成内穎一郎・賢子

夫妻の協力を得て、明治２１年（１８８８）、横山町に住宅を借り女子教授所を設けている。ここも事情に

より翌年一時中止となるが、浅川の小林儀兵衛が再興を促し、楳子の気持ちを奮い立たせている。小
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林が亡くなって、この事業は再び頓挫するが、今度は久保兵次郎が楳子を助け、本立寺住職及川真能

の援助もあって、明治２４年（１８９１）、本立寺の空地を借り学舎を新築し、翌年の明治２５年（１８９２）１１

月、当時三多摩郡が所属していた神奈川県の許可を得て正規に女学校と幼稚園を設立したと記されて

いる（前村注；文献によっては、２３年設立としているが、楳子の履歴書、生徒及び園児募集広告等に

あるとおり２５年が正しい）。もちろん、八王子で最初の女学校と幼稚園の設立である。

先述の明治３９年（１９０６）東京府から感謝状をもらうに際し提出した履歴書（３８）によると「明治廿一年私立

八王子女学校を設立シ同二十三年七月廃校迄女子教育ニ従事ス」とし「明治廿五年十月三十一日神奈川県

知事ノ許可ヲ受ケ私立八王子女学校私立八王子幼稚園ヲ設立シ女子教育幼児教育ニ従事シ現今ニ至ル」と

している。明治２５年（１８９２）１０月３１日付で認可を受け、同年１１月、開校、開園したのである。

幼稚園の設立趣意等は後述するが、女学校の設立趣意（３９）には「本校ハ優良ニシテ有用ナル婦女タルニ須

要ナル学科ヲ授クル所トス」とある。入学要件としては「尋常小學校卒業ノ者若シクハ之ニ相当シタル學

力ヲ有スル者タルベシ」と述べられている。學科としては、修身、讀書、作文、習字、裁縫（あみ物、造

花）、遊戯（唱歌）があり、付記には「但シ修身ヲ除クノ外壹個貳個ニテモ授業ス」としている。この時

点では、学科数は少なく理数科目の不備なども目立つが、明治２７年には、生徒が増え、校舎を二階建に増

築し、数学、地理・歴史の教員なども増員しており、横川楳子が設立した女学校も他の私立女学校と比較

して遜色のない状態となった。ちなみに同校は明治２８年（１８９５）２名の最初の卒業生を出すが、その一人

横川忍は兄勇太郎（光義）の一人娘である。

元々、高等女学校の正式な制度化は明治２８年（１８９５）の「高等女学校規程」の公布後である。また、明

治３２年（１８９９）２月、「高等女学校令」が出されることで、「中学校令」「実業学校令」と同格の中等教育

制度として正規に位置付けられるが、これによって、私立女学校も高等女学校の認可を受けるために、高

等女学校令に従って画一的な内容に改編せざるを得なくなり、高等女学校は府県立がその主体となる。ま

た、キリスト教主義の女学校では宗教教育や礼拝などを捨てない限り、高等女学校としては認められず、

宗教を捨てるか、各種学校として存続するかしかなかった。

ただ、私立八王子女学校の場合は、明治４１年（１９０８）４月、東京府へ寄付移管するに際し、東京府の指

導を受けて事前に学則を改め、入学要件、学科内容など高等女学校に準じた学校とし、高等小学校、女学

校２年修了等の生徒を入学させ、２、３年生への編入試験に耐えられるようにするがこのことは後に触れ

ることとする。

� 米国留学生加藤錦子の手紙

この時期、東京女子師範学校附属幼稚園時代の元同僚で、アメリカ留学中の加藤錦子から、八王子の楳

子のもとへ近況報告の手紙が届いている。加藤は、『豊田芙雄と草創期の幼稚園教育（４０）』にも記したよう

に、最初東京女学校に入学するが病気で退学し、病気療養を兼ねて中村正直邸に寄留して学び、後再び東

京女学校に入学するが、同校が廃校となるため東京女子師範学校に移っている。明治１２年（１８７９）春、東

京女子師範学校在学中、文部省より多賀春子（後の鳩山春子）、丸橋満子と共にアメリカ留学を申し付け

られるが、政府の保守頑迷派から横槍が入り「幻の米国留学に終わった」という悲劇を味わった女性でも

ある。

加藤は、明治１３年（１８８０）７月、同校を卒業しそのまま附属幼稚園の保姆となり、豊田、近藤、横川の

同僚となるが、明治１７年（１８８４）６月からは、女子師範本科教員と幼稚園保姆を兼務するようになる。明

治１９年（１８８６）１月、文部省からアメリカの師範教育と幼児教育を学ぶことが命ぜられ、３年間の予定で

渡航している。文部省派遣としては最初の女子留学生である。この間、明治１６年（１８８３）に加藤錦子撰『幼
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写真３ アメリカ留学中の加藤錦子からの手紙の後半部分（４１）

稚園玩器手本』（加藤清人出版）、明治２０年（１８８７）に同『幼稚園玩器排形手本』（椿仙堂）を出版し、両

書は各地の幼稚園に常備されている。

帰国後の加藤錦子は幼稚園に復帰することはなく、東京女子高等師範学校の英語教師として勤務するよ

うになる。また、結婚後は武田錦子を名乗っている。加藤は文久元年（１８６１）生まれで楳子の８歳年下で

ある。

この手紙は、１０月２０日付けになっているが、手紙の内容から見て明治１９年（１８８６）１月の渡米の年のも

のかと思われる。残念ながら手紙の前半部分がないため、つながりが良くわからないが、錦子の留学した

ウエルスレーカレッジと東京女子師範学校は創立が同年であり、同校の創立者ヘンリーヅーラントは、東

京女子師範学校が日本で初めての試みであることと、創立に際し、皇后宮の助成があったことを聞き及び
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写真４ 私立八王子女学校と私立八王子幼稚園の生徒・園児の募集広告（４４）

大いに喜んで皇后宮にカレッジの写真を送ったところ、写真と丁寧な返礼の書状が送られてきてそれが同

校の宝物となったこと、その他を述べている。手紙の書き振りから見て錦子と楳子は親しい間柄である。

言うまでもなく、好奇心旺盛で勉強好きな楳子にとっては、米国留学中の加藤錦子から手紙を受け取った

こと自体大きな刺激となったことは間違いないであろう。

� 八王子幼稚園の設立

� 目的及び保育科目の呼称

既述のように、明治２５年（１８９２）１１月、楳子は私立八王子女学校に併設する形で私立八王子幼稚園を開

業する。当時の幼稚園の設立形態には、女学校に附属するもの、小学校に併設するもの、単独のものなど

があるが、同園は女学校に併設の形である。フレーベルの幼稚園が本来母親教育あるいは女子教育の場で

もあったことからすれば理想の形である。

横川楳子は、東京女子師範学校附属幼稚園で保姆見習を終え、同園ですでに教職歴６年を経ていたが、

八王子での開業に際し、神奈川県から改めて幼稚園保姆免許状を取得する必要があったとみえ、横川楳子

には、写真のように、明治２５年（１８９２）１２月２８日、神奈川県知事から「右ハ其学力等ヲ検定シ神奈川県官

内ニ於テ幼稚園保姆タルコトヲ免許ス（４２）」という同県第弐号の幼稚園保姆免許状が与えられている（前村

注；翌年には八王子を含む三多摩郡は東京府に編入される）。

「神奈川縣管下」と印字された原稿用紙に、毛筆で書かれた「明治廿五年十一月 八王子幼稚園規則（４３）」

には、第一條の目的に「當園ハ幼兒ヲシテ知覺ヲ開達シ固有ノ心思ヲ啓發シ身體ノ健全ヲ補翼シ交際ノ情

誼ヲ暁知シ善良ノ言行ヲ慣熟セシムル所トス」としている。明治１０年（１８７７）の東京女子師範学校附属幼

稚園規則の第一條などとほぼ同じ文章である。

八王子の幼稚園では、第二條に名称を述べ、第三條に位置（場所）を述べている。第四條には敷地及び

建物について記述し、「別表甲号 私立八王子女學校建物ノ内ヲ當分充用ス」としている。
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写真５ 神奈川県からの幼稚園保姆免許状（４５）
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続いて「保育規程」として、第五條に「保育ノ課ハ修身ノ話シ 庶物ノ話シ 木ノ積立 板排ヘ 箸排

へ 鐶排ヘ 豆細工 珠繋キ 紙織リ 紙摺ミ 紙刺シ 縫取リ 紙剪リ 畫キ方 數ヘ方 唱歌 遊戯

トス」という保育内容が述べられており、基本的には名称、種類共に、明治１４年（１８８１）の東京女子師範

学校附属幼稚園の改正時の規則を踏襲している。

ただ、八王子幼稚園の規程には「会集」と「讀み方」及び「書き方」は見当たらない。また、土細工が

欠けているのは両園に共通している。ただし、東京女子師範学校附属幼稚園では土細工は後に復活してい

る。

明治１４年（１８８１）１１月、東京女子師範学校附属幼稚園を辞めた近藤濱は、明治１６年（１８８３）６月、大村

長衛、東儀秀芳、二階堂行正、松平忠恕らと５名連名で、東京府に対し、共立幼稚園の開業申請を提出す

るが、この時の保育科目の子目は「六球法」「三体法」「置箸法」など古い呼称のままである（４７）。しかし、

その近藤濱も、明治１７年（１８８４）９月３０日付で、富田鉄之助、子安峻、山東直砥を出願者とし、近藤が園

長となった芝麻布共立幼稚園では、保育科目を「木ノ積立」「板排」「箸排」というように新しい呼称を採
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用している（４８）。

明治１４年（１８８１）に改正された恩物等の新しい呼称は徐々に浸透していったようであるが、明治２１年

（１８８８）６月２０日、保科志うが東京府に提出した幼稚園設置願書（４９）の中でも、依然として保育科目を「六

球法」「三体法」「置箸法」としていることからわかるように、古い恩物の呼称を使う幼稚園もしばらくは

残っていた模様である。

いずれにしろ、横川楳子の勤務歴からいって、楳子が東京女子師範学校附属幼稚園の方式を手本とした

ことは当然である。

第六條には「保育ノ塲所ハ開誘室庭園トス」があり、第七條には「幼兒の大約年齢ニ由テ組ヲ分チ一ノ

組ヨリ三ノ組に分ツ」がある。

� 保育課程表

第八條で「保育の年限、科目及課程左表ノ如シ」として既述の表を掲載している。

私立八王子幼稚園規則では、保育課程を初期の東京女子師範学校附属幼稚園や鹿児島幼稚園あるいは大

阪模範幼稚園のような曜日及び時間毎の週時間割表で示していないため、一目で比較することは難しい

が、これも東京女子師範学校附属幼稚園の改正規則の保育課程表に準拠したものである。東京女子師範学

校の場合は、一ノ組から六ノ組まであるため同一というわけではないが時間配分等もこれを参照している

ことは明らかである。

� 保育の方法

保育の方法については第九條に示している。これも、一部カタカナが漢字表記になっていたり、一部文

言が省かれていたりはするが、明治１４年（１８８１）６月の東京女子師範学校附属幼稚園の「保育の要旨」を

そっくり書き写したものである。少々長いが八王子幼稚園の保育の方法の根幹を示すものであるので以下

に転載する（５０）。

幼稚園ハ學齢未満ノ幼兒ヲ保育シテ家庭ノ教育ヲ補ケ學校ノ教育ノ基ヲ為スモノナレハ務メテ徳性ヲ

涵養シ身體ヲ發育シ知能ヲ開導セン ヲ要ス殊ニ保育ノ寛嚴其宜キヲ得テ暴慢ニ流レシメス怯懦ニ陥

ラシメサル様注意スヘシ又諸課ノ開誘ハ敏捷活溌ニシテ幼兒ヲシテ倦マサラシメ努メテ問ヲ設ケ其観

察注意ヲ起シ事物ノ観念ヲ得セシメ應答ニ由テ言語ヲ習ハシメ且幼兒自己ノ工夫ニ由テ成ルヘキ者ハ

唯其端緒ヲ示シテ幼兒ノ工夫ヲ促シ自ラ成スノ良習ヲ養フヘシ幼兒ノ室外ニ出テ随意ニ遊嬉スルトキ

ハ己ノ意ヲ逞ウシ禀性ノ偏倚セル所ヲ現スモノナレハ此際最モ注意ヲ加ヘテ各兒ノ性質ヲ観察匡正ス

ヘシ又保育課中（前村注；「數ヘ方讀ミ方等」が省かれている）心意ノ勞ヲ要スルモノハ之ヲ時間ノ

始メニ置キ（前村注；「豆細工、紙織リ、紙摺ミ等ノ」が省かれている）心目ヲ樂マシムル者ハ之ヲ

時間ノ終ニ置キ且一課ノ開誘終ル後ハ庭園（前村注；「或ハ遊嬉室」が省かれている）ニ於テ随意ニ

遊嬉又ハ唱歌ヲナサシメ以テ其鬱屈ヲ開暢センコトヲ要ス幼兒（前村注；「ノ生育」が省かれている）

ノ為ニハ室外ノ遊ヲ最緊要ナリトス故ニ天氣好キトキハ放課ノ際等努メテ庭園ニ遊ハシメ庭園ニハ其

快樂ヲ増シ觀察ヲ導クヘキ草木ヲ植ヘ魚鳥等ヲ養フヘシ又幼兒ノ保育ハ唯ニ開誘遊嬉ノ際ニ於テスル

ノミナラス其幼稚園ニ耒ルトキ放課ノトキ食事ノトキ（前村注；元は「放課ノ中食ノ時」となってい

る）便所ニ往クトキ家ニ歸ラントスルトキノ如キモ親ニ代テ不斷親切懇篤ニ看護シ危險不潔等ノ事ナ

カラシメ風雨寒暑ナトノトキハ殊ニ注意ヲ加ヘン ヲ要ス

また、続けて「修身ノ話」「庶物ノ話」「木ノ積立テ」など各保育科目について説明がなされているが、

これも東京女子師範学校附属幼稚園の明治１４年（１８８１）改正時のものとほとんど同じである。もちろんこ
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こでも「会集」と「讀ミ方」及び「書キ方」の説明項目はない。各項目の順番を示す数字は八王子幼稚園

のものにはないが、八王子幼稚園の各保育科目を東京女子師範学校の各項目の説明を参照しながら見ると

以下のようである（５１）。

一 （會 集） 會集ハ毎日先ツ諸組ノ幼兒ヲ遊嬉室ニ集メ唱歌ヲ復習セシメ且時々行儀等ニ就訓悔

ヲ加フルモノトス（前村注；會集は八王子では省かれている）

二 修身ノ話 修身ノ話ハ和漢ノ聖賢ノ教ニ基テ近易ノ談話ヲナシ孝弟忠信ノコトヲ知ラシメ努メ

テ善良ノ性質習慣ヲ養ハン ヲ要ス（前村注；女子師範のものは「孝弟」を「孝悌」

としている。読みと意味は同じ）

三 庶物ノ話 庶物ノ話ハ専ラ日用普通ノ家具什器鳥獸草木等幼兒ノ知リ易キ物或ハ其標本繪圖ヲ

示シテ之ヲ問答シ以テ觀察注意ノ良習ヲ習ヲ兼テ言語ヲ習ハシメンコトヲ要ス（前

村注；女子師範のものでは「良習ヲ習ヲ」が「良習ヲ養ヒ」となっている）

四 木ノ積立テ 木ノ積立テハ立方體長方體方柱體三角柱體ノ木片ヲ與ヘテ門家橋等ノ形ヲ積立テシ

メ或ハ種々ノ形ヲ排ヘシメ以テ構造ノ力ヲ養フヲ主トシ兼テ邊角形體ノ觀念ヲ得セ

シム（前村注；まったく同文である）

五 板 排 ヘ 板排ヘハ彩色セル薄キ正方形三角形ノ小板ヲ與ヘテ門家等ノ正面或ハ側面其他種々

ノ形ヲ排ヘシメ以テ美麗ヲ好ムノ心ヲ養フヲ主トシ兼テ角度ノ大小等ノ觀念ヲ得セ

シム（前村；女子師範のものでは「得セシム」が「得シム」となっているだけでほ

ぼ同文である）

六 箸 排 ヘ 箸排ヘハ大約一寸ヨリ五寸マテノ五種ノ細長キ箸ヲ與ヘテ門梯家机等ノ輪郭ヲ排ヘ

シメ以テ工夫ノ力ヲ養フヲ主トシテ兼テ長短ノ觀念ヲ得セシム（前村注；「主トシ

テ」と「主トシ」の些細な違いがあるのみである）

七 鐶 排 ヘ 鐶排ヘハ鉄或ハ眞鍮ノ全輪半輪ヲ交ヘ與ヘテ種々ノ形ヲ排ヘシム間々又箸ヲ交ヘ與

フル アリ其目的略箸排ヘニ同シ（前村注；女子師範の「亦」が「又」になってい

たり「コト」が「 」になっているだけで同文である）

八 豆 細 工 豆細工ハ細ク削リタル竹ト水ニ浸シタル豆トヲ與ヘテ豆ヲ以テ竹ヲ接合ハセ机等ノ

形ヲ造ラシメ以テ模造ノ力ヲ養フ（前村注；女子師範の文章の「接キ合セ」が「接

合セ」、「机堂等」が「机等」になっているだけで同文である）

九 珠 繋 キ 珠繋キハ始ニハ彩色セル麦藁ノ切レト孔ヲ穿チタル色紙ノ切レトヲ交ヘ糸ニテ繋カ

シメ終ニハ南京珠ヲ繋カシメ以テ縫取リニ入ル階梯トス（前村注；元の「絲」が「糸」

になっているだけでまったく同文である。南京玉はビーズのこと）

十 紙 織 リ 紙織リハ細ク截リタル色紙ヲ經筋緯筋トシ種々ノ模様ヲ編マシメ以テ色ノ配リ方ヲ

知ラシム（前村注；まったく同文である）

十一 紙 摺 ミ 紙摺ミハ色紙ヲ與ヘテ舟鶴蛙等ノ形ヲ摺マシメ以テ想像ノ力ヲ養フ（前村注；元の

「舟鶴等」が「舟鶴蛙等」となっているだけで同文である）

十二 紙 刺 シ 紙刺シハ柄アル鍼ニテ紙面ニ紋形花鳥等ノ形ヲ刺シ穿タシメ以テ縫取リノ下畫トナ

サシム（前村注；元の「柄ノアル」が「柄アル」、「花草等」が「花鳥等」になって

いるだけで同文である。柄アル鍼は千枚通し状のもの）

十三 縫 取 リ 縫取リハ紙刺シノ課ニテ刺穿チタル紋形花鳥等ノ形ヲ色絲ニテ縫取ラシメ以テ針ノ

運ヒ方ヲ知ラシム（前村注；元の「花草等」が「花鳥等」になっているだけで同文
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である）

十四 紙 剪 リ 紙剪リハ色紙ヲ與ヘテ方形三角形等ニ剪リ之レヲ白紙ノ臺紙ニ貼付ケ種々ノ形ヲ造

ラシメ或ハ種々ノ紋形等ヲ剪抜シメ以テ工夫ノ力ヲ養ヒ兼テ剪刀ノ用ヒ方ヲ知ラシ

ム（前村注；元の「之ヲ」が「之レヲ」に、「白色」が「白紙」に、「貼付ケテ」が

「貼付ケ」になっているぐらいで同文である）

十五 畫 キ 方 畫キ方ハ始ニハ罫アル石盤ノ上ニ縦線横線針線ヲ以テ物ノ形ヲ畫カシメ終ニハ鉛筆

ヲ以テ之ヲ罫アル紙ニ畫カシム（前村注；元の「斜線」が「針線」となっているの

は転写ミスと思われる。他は「物ノ略形」が「物ノ形」となっているぐらいで同文

である）

十六 數 ヘ 方 數ヘ方ハ専ラ果物介殻其他實物ニ由テ物ノ數ヲ知ラシムルヲ トシ數ノ觀念ヲ略得

タル者ニハ實物ニ由テ三十箇以下ノ寄セ方引キ方ヲナサシメ兼テ十以下ノ數字ヲ教

フ（前村注；元の「果物小石介殻其他」が「果物介殻其他」に、「モノ」が「者」

に、「又実際ニ」が「又實物ニ」になっているぐらいで同文である）

十七 （讀ミ方） 讀ミ方ハ始ニハ片假名平假名ヲ以テ幼兒ノ知リタルモノノ名等ノ綴リ方易キモノヲ

黒板ニ書キ示シテ假名ノ稱ヘ方用ヒ方ヲ教フルヲ旨トシ後ニハ假名ヲ記セル骨牌ヲ

以テ物ノ名等ヲ綴ラシム（前村注；この科目は八王子幼稚園にはない。骨牌はこっ

ぱいと読む。カルタ）

十八 （書キ方） 書キ方ハ片假名平假名ヲ以テ既ニ授ケタル物ノ名等ヲ黒板ニ書キ示シテ石盤ノ上ニ

習ハシメ又數字ヲ習ハシム（前村注；この科目は八王子幼稚園にはない）

十九 唱 歌 唱歌ハ保姆ノ唱フル所ニ倣ヒ容易ニシテ面白キ唱歌ヲナサシメ時ニ樂器ヲ以テ之レ

ヲ和シ自ラ其胸廓ヲ開キテ健康ヲ補ヒ其心情ヲ和ケテ徳性ヲ養ハン ヲ要ス（前村

注；元の「容易クシテ」が「容易ニシテ」になっているだけで同文である）

二十 遊 嬉 遊嬉ハ幼兒ニ適スル者ヲ撰テ之レヲ為サシメ以テ身體ヲ健カニシ精神ヲ爽カナラシ

メン ヲ要ス（前村注；元の「モノ」が「者」に、「コレ」が「之レ」になってい

るだけで同文である）

以上のように、八王子幼稚園の個々の保育科目は、明治１４年（１８８１）６月、東京女子師範学校附属幼稚

園が改正した恩物保育をかなり忠実に踏襲したものといえる。しかし、東京女子師範学校附属幼稚園は、

明治２４年（１８９１）、保育項目を「保育ノ課ハ修身 庶物 積ミ方 板排ヘ 箸排ヘ 環排ヘ 畫キ方 紙

刺シ 縫取リ 紙剪リ 紙折リ 紙組 紙摺ミ 豆細工 粘土細工 繋キ方 唱歌 遊嬉トス」と改正

し、会集・數ヘ方・讀ミ方・書キ方を省き、粘土細工を加えている。横川はこの情報も知った上で、東京

女子師範学校に準じて会集・讀ミ方・書キ方を削除し、自分なりの判断で數ヘ方を残し、粘土細工を加え

なかったのである。數ヘ方を残したのは、横川自身が少女期に算数（数学）の勉強をし、算数（数学）の

大切さを実感していたことが反映されているのかどうか、残念ながら判断する資料はない。

第十條は「保育用圖書器具左表ノ如シ」とし、その一覧表が示されているが、最後に「表中完全ナラサ

ル者多ケレ 假リニ之ヲ用ヰ適當ノモノヲ得ルニ随ヒテ改定スベシ」と書き、以下のような三つの注意点

を付け加えているのも明治１４年（１８８１）改正時のものと同じである（５２）。

一 日本庶物示教 幼稚園圖解ハ本邦幼兒ノ保育ニ適セサル所ヲ斟酌シテ用フ（前村注；日本庶物示

教は芳川修平著。三冊。横川は明治２２年５月発行としているが、明治１２年５月発行。幼稚園圖解
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は東京女子師範学校のものには幼稚園動物圖解とある。関信三訳））

一 幼稚園上ノ巻ハ巻ノ一巻ノ二ヲ省キテ中ノ巻ハ三十枚ヨリ四十枚表マテヲ省キ下ノ巻ハ十七枚以

下ヲ省キテ用フ（前村注；幼稚園は上・中・下とも桑田親五訳）

一 幼稚園修身ノ話 幼稚園動物圖解ハ假リニ稿本ノマヽ用フ（前村注；明治１４年の東京女子師範学

校附属幼稚園規則では、幼稚園修身ノ話 幼稚園動物圖 幼稚園數ノ教 幼稚園かなノ教 幼稚

園唱歌集 幼稚園遊嬉ハ未タ出版セサレトモ云々と書かれているが、もちろん、幼稚園唱歌集な

どは八王子幼稚園開設時には出版されている。幼稚園動物圖は幼稚園動物圖解とは別物）

第十一條には「當園ハ別ニ試驗ヲ用ヒス平素ノ成績ニ依テ受持教員園長ト協議ノ上組ヲ昇ス アルヘ

シ」とあり、第十二條には「幼兒ハ男女年齢大約三年以上六年マテトス」がある。

以後、「園則」として、第十三條に「保育期限ハ毎年四月一日ニ始リ翌年三月三十一日ニ終ル 但シ一

組ヲ以テ壱ケ年トス」とし、第十四條に「保育ノ時間ハ修身ノ話シ 庶物ノ話シ 唱歌 遊嬉ヲ各二十分

トシ他ノ課ヲ各三十分トス」としている。第十五條には、毎日の保育時間、期間毎の始業終業時間、休業

日等が述べられている。続いて、入園・退園規程があり、第十六條に定員（６０名）のこと、第十七條、十

八條に入園願書等の書式に関することが記されている。

第十九條には保育料のことが書かれており「保育料ハ一ケ月金参拾錢トス 但シ外ニ玩器料トシテ金貳

拾錢ヲ収ム」とある。第二十條、廿一條には退園、欠席の取り決めがあり、第廿二條には一年以上保育を

受けた者には證書を与えることが書かれている。第廿三條、廿四條には保育料の支払い期日、支払い方法

等が記され、第廿五條に祝日大祭日等の儀式規程が書かれている。

すべての点で東京女子師範学校附属幼稚園と同じというわけにはいかなかったが、横川楳子が設立した

私立八王子幼稚園は、明治１４年（１８８１）６月、東京女子師範学校附属幼稚園監事の小西信八主導で改正さ

れた新しい恩物保育をベースに、明治２４年（１８９１）の改正規則等をもプラスした当時としては最先端の保

育を実践しようとしたし、直訳式恩物保育の改正状況を熟知していた横川楳子だからこそ、それが可能だっ

たのである。また、見方を変えれば、楳子の実践は東京女子師範学校附属幼稚園の改正恩物保育の実践を

逆照射して見せている点で貴重である。

� 困難な幼稚園経営

� 安い保育料

横川が八王子に私立の幼稚園と女学校を設立したことは地域にとって画期的なことであった。しかし、

その経営、維持は、きわめて大きな困難を伴うものでもあった。八王子は、南多摩郡の一拠点とはいえ、

東京や大阪などに比べると一地方都市に過ぎなかった。横川の事業に敬意を示し、賛同する人はいても、

幼稚園や女学校に子どもを通わせることのできる家庭は限られていたのである。それに加え、設立数年後

の八王子大火と日清、日露戦争による影響も小さくはなかった。楳子は、父親と同様犠牲的精神を奮って

数千円とも言われる私財を投じて学校経営を維持するが、実家の私財だけを頼りにするわけにもいかず、

後援会を組織し、資金を集めることで苦境を乗り切る努力をしている。

先に触れた私立八王子幼稚園の「一ケ月金参拾錢」の保育料は決して高いものではなく、当時の八王子

においてもあまりにも安過ぎる保育料のように思える。参考までに『東京の幼稚園』から諸幼稚園の保育

料を比較すると以下のようである（５３）。なお、八王子、青梅の幼稚園以外はすべて東京が所在地である。

〇幼 稚 園 名 （開設願年月又は開業年月） 保育料月額

前 村 晃２４



・東京女子師範学校

附属幼稚園 （明９．１１） ２５銭（創立当初）

・私立桜井女学校

附属幼稚園 （明１３．４） １円

・私立共立幼稚園 （明１６．７） １円

・公立深川幼稚園 （明１７．７） ２０銭以上５０銭以下

・私立芝麻布幼稚園 （明１７．１０） １円

・私立榎坂幼稚園 （明２０．５） ５０銭

・私立赤坂幼稚園 （明２１．６） ５０銭以上１円以下

・私立東京幼稚園 （明２１．１０） ５０銭以上１円以下

・私立四谷幼稚園 （明２２．５） ８０銭

・私立小岸小学校

幼稚科 （明２２．１０） ４０銭

・私立八王子幼稚園 （明２５．１０） ３０銭

・私立児島幼稚園 （明２７．１） ５０銭

・私立筒井幼稚園 （明２７．３） ５０銭～１円

・私立亀島幼稚園 （明２７．３） ５０銭

・私立新宿幼稚園 （明２７．６） ４０銭

・私立頌栄幼稚園 （明２９．１１） ５０銭

・私立三崎町幼稚園 （明３０．１２） ３０銭～５０銭 ※片山潜設立

・私立彰栄幼稚園 （明３１．８） １円

・私立築地幼稚園 （明３２．１１） １円

・私立二葉幼稚園 （明３２．１２） １日１銭 ※野口ゆか・森島峰設立

・私立青梅幼稚園 （明３４．６） ５０銭

明治３０年代末から４０年代に入ると、私立幼稚園の保育料は１円あるいは１円２０銭ぐらいが目立ち、中に

は２円あるいはそれ以上の園も見られる。横川楳子の幼稚園では、明治３７年（１９０４）１月から明治４０年

（１９０７）３月までの幼稚園授業料納入簿によると、大部分が４５銭であり、一部はなお３５銭となっている。

横川楳子の学校経営は、横川家伝統の理想主義的で、利益追求型のものではなかっただけに、経営は楽な

ものではなかった。

� 八王子大火と日清、日露戦争の影響

横川楳子が私立八王子女学校と幼稚園を設立した翌年、明治２６年（１８９３）８月６日、八王子の花柳街を

中心とする７５０戸が焼失する大火があったが、それから４年後、明治３０年（１８９７）４月２２日、八王子では

３３４１戸が焼失するという大火が発生している。人家をはじめ町役場・警察署・裁判所・郵便電信局・銀

行・学校など町の枢要な建物が焼け落ち、死者４２名、負傷者２２３名という被害を出している。八王子は、

明治２６年（１８９３）の時点で、人口が２万人、世帯数が４０００ということであるから、町にとって被害は甚大

であった。幸い、楳子の女学校は類焼を免れたが、楳子は学校を罹災者に解放し、一時救護所として使用

している。この大火によって、楳子の私立八王子女学校、私立八王子幼稚園の生徒、園児が急減したとい

う記録はないが、増加する力にブレーキが掛かることは防ぎようがなかったであろう。

また、日清戦争においてわが国は巨額な賠償金を得ているが、大半が軍事費に使われ、国民生活が潤っ
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たわけではなかった。また、日露戦争は総力をあげての戦いで、国民の間では「臥薪嘗胆」というスロー

ガンが掲げられるようになる。時代の進展に伴って女子教育の重要性も徐々に理解されてはいったが、いっ

ぽうでは「臥薪嘗胆」というスローガンの下で、若い女性が社会進出をすることよりも家事に従事するこ

とが美化されるような社会的風潮も生まれ、女子教育の振興にもブレーキが掛かっている。また、先に述

べた「高等女学校令」もあって高等女学校は府県立主体となって私学経営はかなり苦しいものとなった。

� 在園児数

明治２５年（１８９２）１１月から明治２９年（１８９６）１月までの幼稚園生徒名簿（５４）によると、私立八王子幼稚園

の各年別の入園者は以下のとおりである（前村注；入園後すぐに退園する者はほとんどなく、１年後、２

年後に退園している者が９名、死亡が１名である）。

〈幼稚園生徒名簿〉

入園児

明２５．１１－明２５．１２ ８名

明２６．３－明２６．１１ ２０名

明２７．１－明２７．１１ １６名

明２８．１－明２８．１１ ２９名

明２９．１ １名

また、明治３４年（１９０１）と明治３５年（１９０２）の幼稚園表（５５）、明治３７年（１９０４）１月から明治３９年（１９０６）

１月までの幼稚園授業料納入簿（５６）を参考に幼稚園児数の推移を見ると以下のとおりである。

〈幼稚園表〉

明３４ 保育年限３年／組数３／保姆壱名／幼児男１６、女１９（３５名）

明３５ 保育年限３年／組数３／保姆壱名／幼児男１５、女２０（３５名）

〈幼稚園授業料納入簿〉

明３７．１ ２３名（男９・女１４）

明３７．２ ２１名（男９・女１２）

明３８．１ ２２名

明３８．３ ３２名（３８年中には３６名の時期もある）

明３９．１ ２８名（男１１・女１７）

私立八王子幼稚園では当初の定員を６０名としているが、創設以来、どの時期においてもこれを埋めるこ

とは難しく、女学校を含めほとんどの期間が収入よりも支出が大幅に上回るという状態が続いている。不

足分は個人的な支援者に援助を依頼したり、後には後援会を組織して援助を仰いでいるが、結局はかなり

の部分を自己資産を充てることでやりくりし、楳子が女学校、幼稚園に費やした自費は総計数千円にのぼ

ると言われている。楳子にも横川家伝統の無償の「奉仕精神」が受け継がれていたのである。

３ 女学校の東京府への寄付・移管と幼稚園の廃園

明治３２年（１８９９）、高等女学校令が公布されると、各地で競うようにして公立の高等女学校設立の動き
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が始まる。明治３４年（１９０１）、豊田芙雄が宇都宮から水戸へ移ったのも、水戸に茨城県立の高等女学校が

新たに設立されたためである。

八王子は明治３０年代になって東京府第二中学校（現・都立立川高等学校）を地元に設置しようと努力を

するが、八王子大火による経済的ハンディなどもあって、明治３４年（１９０１）、中学校設置競争において立

川に敗れている。東京府立の高等女学校は、豊田芙雄がイタリアから帰国後、一時期、教務嘱託として勤

務した、明治２１年（１８８８）設立の東京府高等女学校（現・都立白鴎高等学校）があったが、これが明治３４

年（１９０１）名称が変えられて東京府立第一高等女学校となり、東京府立第二高等女学校（現・都立竹早高

等学校）が、明治３２年（１８９９）に設置（開校式は翌々年）され、東京府立第三高等女学校（現・都立駒場

高等学校）が、明治３８年（１９０５）に設置される頃になると、八王子でも府立の高等女学校設置の機運が高

まってくる。

楳子が、八王子に府立の高等女学校ができるならば、個人では経営の難しい私立八王子女学校の建物、

備品等一切を東京府に寄付しようと決心したのがいつだったのか、正確な年月日はわかっていない。ただ、

女学校の寄付、移管に先立って、おそらく明治３９年（１９０６）中には、楳子は東京府と連絡を取り合い、事

前の指導を受けている。東京府では、府立第四高等女学校（現・都立南多摩高等学校）は開校と同時に、

１～３学年を設置するつもりであった。そのこともあって、学力がふさわしければ私立八王子女学校の生

徒を府立第四高等女学校に受け入れるという前提で、明治４０年（１９０７）４月の１学年の新入生、２学年の

編入生の入学試験は高等女学校レベルで実施すること、また、学則を変更し、新入生には高等女学校程度

の教育を受けさせること、という指導を楳子は東京府から受けている。その辺の事情については、明治４０

年（１９０７）の入学者募集要項（５７）に詳しいので全文を引用する。

本校今回左記ノ通リ生徒ヲ募集ス入學志願ノ者ハ來ル四月六日迄ニ入學志願書ヲ差出スベシ

明治四十年三月

私立八王子女學校
八王子町上野

募集生徒数
一學年生徒凡六十名

二學年生徒凡五十名

入學志願者ノ心得ベキ事項

一入學願書差出シ期日、四月六日迄 一入學試驗并ニ編入試験期日四月九日

一始業期日 四月十一日 一授業料、 一人一カ月金壹圓

第二學年編入志願者ハ高等小學校第三學年修了ノ程度ニ依リ國語算術ノ二科目ニツキ試験ヲ行フ

生徒募集ニ關スル趣旨

本校ハ明治二十五年ノ創業ニシテ爾來歳月ヲ閲スルコト茲ニ十有六年時世ノ進歩ハ日々ニ急ニシテ遂

ニ本年ヲ以テ當地ニ府立高等女學校ヲ設置シ來四十一年四月ヨリ開始セラレントスルノ機運ニ際會セ

リ而シテ聞ク所ニ依レハ當局ノ議開校當時直ニ一、二、三、學年ヲ設置セラレントスト盖一學年ノ生

徒ハ各郡高等小學校第二年以上ノ修了者ヲ以テ之ヲ充シテ餘リアルモ第二學年、第三學年ノ生徒ハ勢

編入試驗ニ應セサルベカラサルノ困難アリ開校ニ際シ此等編入試驗ニ應スルモノ多数ナラムモ若シ學
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力不充分ノ為定員ヲ充スコト能ハサルコトアル ハ郡部女子教育ノ為遺憾極リナキヲ以テ今回當局ノ

指導ヲ受ケ本校學則ハ東京府高等女學校學則ニ準據シテ之ヲ改メ教員ハ女子高等師範學校卒業者ヲ増

聘シ其ノ他諸般ノ点ニ付キテ多大ノ刷新ヲ行ヒ前記人員ノ生徒ヲ募リ府立高等女學校開校ノ暁第二、

第三、學年ニ編入セラルベキ者ヲ養成シ以テ女子教育ノ進運ニ助クル處アラムトス是一ハ府立高等女

學校開校經營ノ趣旨ニ叶ヘ併セテ同校設置ニ關シ盡瘁セラレタル諸賢ノ厚志ニ□（前村注；判読困

難）ユル所以ナラムカ

私立八王子女学校は、明治４０年（１９０７）４月の時点で、廃校を前提に高等女学校並となり、実質上府立

第四高等女学校の準備校となるのである。したがって、この年の入学者の学歴が高いのは当然である。

この時に際し府の指導を受け「東京府高等女學校學則ニ準據シテ」定められた学則（５８）は「八章」で構成さ

れているが「第一章 総 則」は次のようになっている。

第一章 総 則

第一條 本校ハ女子ニ須要ナル高等普通教育ヲ為スヲ以テ目的トス

第二條 本校ニ本科及選科ヲ置ク

第三條 修業年限ハ本科ヲ四ケ年選科ヲ一ケ年トス

第四條 生徒定員ハ本科二百人選科四十人トス

また、「第三章 教科 課程」は次のようになっている。

第八條 學科目ハ修身、國語、外國語、歴史、地理、數學、理科、圖画、家事、裁縫、音樂、體操ト

ス 外國語ハ英語トス

第九條 各學年ニ於ケル各學科目ノ課程及其ノ毎週教授時數ハ別表ノ如シ

「第四章 入學在學退學懲戒」の「第十一條」には入学者の資格要件が述べられている。

第十一條 入學セントスル者ハ左記ノ資格ヲ備フルヲ要ス

一品行方正身體強健ナル者

二年齢満十二年以上ノ者

三修業年限二ケ年ノ高等小學校卒業ノ者又ハ之ト同等以上ノ學力アル者

これらを見ればわかるように、目的、教科、入学要件など、すべてが高等女学校相当になっている。不

備だった科目は補充されたし、教員も女子高等師範学校の卒業生を増員している。楳子は寄付行為の手続

きとして「校舎寄付之儀ニ付申請」を書き、府知事からは「南多摩郡元八王子村横川四七一 横川楳子

明治四十年八月二十三日付申請ノ私立八王子女学校々舎寄付ノ件聞届ク 明治四十一年四月十三日 東京

府知事 阿部浩（５９）」という受諾書が届けられている。

私立八王子女学校の生徒は、明治４１年（１９０８）４月、全員が明神町に建設された府立第四高等女学校に

移籍され、天神町の旧校舎は、義務教育が４年から６年に変更されたことで設けられた東京府青山師範学

校第一種講習所として２年間使用され、その後、明治４３年（１９１０）、町立図書館として、大正６年（１９１７）、

市制施行で八王子市立図書館として使われるようになる。
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写真６ 私立八王子幼稚園最後の保育証（６０）

横川楳子が八王子に帰郷して開いた女学校は、１３回の卒業生を出し、設立１５年で幕を閉じたわけである

が、まだ女子教育の未発達な郡部にあって、楳子の先駆的な実践は地域の人々に大きな希望を与えたとい

える。また、府立第四高等女学校は楳子の女学校を基盤にして設置されており、そうした意味でも楳子の

貢献には甚大なものがある。

ただ、府立第四高等女学校が幼稚園を併設したという記録はないし、楳子が幼稚園だけは残したという

記述もない。また、幼稚園を他の経営者に委ねたという情報も一切ないことから、明治４１年（１９０８）３月、

女学校の廃校と同時に幼稚園は完全に廃園となったものと思われる。

その後八王子の幼稚園は、大正元年（１９１２）１０月、ロジャーＡ．ウォーク司祭の夫人によって、近隣の

子どもを集めて開かれた八王子幼稚園ができるまで約３年半のブランクがある。しかし、楳子の幼稚園が

先行して１５年に渡って存在していたことから、地域の人々の間に、幼稚園に対する認知は一定程度のもの

は残っていたものと思われる。平成２２年（２０１０）現在、八王子市内には、公立幼稚園（国立を含む）はゼ

ロであるが、私立幼稚園３１、公立保育所１６、私立保育所６６の幼児教育、保育の機関がある。直接の連続性

はないにしても八王子の幼児教育は横川楳子が設立した私立八王子幼稚園一園をその始まりとしている。

教育の世界から身を引いた楳子は、その後、最晩年まで地域の婦人会活動のリーダーとして活躍してい

る。楳子の人物像について書き残されたものは少ないが、謹厳実直で、自らにも他者にも厳しく、生徒に

軽はずみな言動は許さず、女学校経営を止めるまでは、自宅でも人前で横になってくつろぐようなことは

なかったと言われている。

そういう楳子も、事情は良くわからないが、冤罪事件に巻き込まれて囚われの身となったこともあるし、

若いころは母宛ての手紙に自分の身をはかなむような弱気な記述をすることもあった。また、八王子での

厳格な女教師時代にあっても、犬、猫を拾ってきては何十匹も飼っていたというエピソードなどにはむし

ろほっとするような人間味を覚える。

横川楳子は、大正１５年（１９２６）１月３日、亡くなっている。享年７４歳であった。楳子は、子ども時代か

ら学問が好きで、学問修行に励み、成人後は幼児教育、女子教育の開拓者として活躍し、余生は地域の婦

人会活動に殉じた人であった。楳子は生涯独身を通している。
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４ 八王子幼稚園の幼児教育史上の位置

� 八王子における幼稚園の先駆け

私立八王子幼稚園創設の意義は、未だ未開拓のままであった八王子及び多摩地区の人々に幼児教育の必

要性を実例をもって知らしめたことにある。しかも、楳子は、名実共にわが国の幼稚園の「模範」となっ

た東京女子師範学校附属幼稚園の草創期の保姆であり、直訳式恩物保育と改正恩物保育の双方を理論的に

も実践的にも熟知した人であった。そうした人物が八王子地区における最初の幼稚園教育の開拓者となっ

た意味は大きい。

また、楳子の創設した幼稚園は、幼児教育と女子教育とを一体化させるために八王子女学校併設のかた

ちをとっていたが、楳子は女子教育においても、地域の先駆けをなしており、府立第四高等女学校の設立

に多大な貢献をしている。横川楳子は多摩地区の女子教育の恩人でもある。

私立八王子幼稚園は、明治２５年（１８９２）１１月に始まり明治４１年（１９０８）３月廃園となったが、横川楳子

が、幼児教育に関しては蒙闇の多摩地区で、１５年間、苦労を重ねながらも懸命に「幼稚園の灯」をともし

続けたという歴史的事実は永久に消えることはない。

� 改正恩物保育の忠実な実践例

私立八王子幼稚園の保育内容は、若干の違いはあっても、明治１４年（１８８１）に改正された東京女子師範

学校附属幼稚園の改正恩物保育を忠実に実践しており、明治２４年（１８９１）の追加改正をも受け入れた内容

となっている。八王子幼稚園の実践は改正恩物保育の実例を提供しているという点で貴重である。また、

八王子幼稚園の実践を見ることは、東京女子師範学校附属幼稚園の改正恩物保育実践を見ることにも通じ

ており、逆照射が可能である。

� 横川家と社会奉仕の精神

私立八王子幼稚園は、併設の女学校と共にその経営はきわめて厳しいものであったが、横川家伝来の犠

牲的なまでの社会奉仕の精神で経営が持続されたことを示している。私立八王子幼稚園は、かつては、私

立幼稚園の多くは、犠牲的な奉仕精神を抜きには経営を維持することがきわめて困難であったことを想像

させる実例となっている。

しかし、幼児教育の重要性が広く浸透している現代においても、私立幼稚園の経営は似たような状況が

ある。「幼児教育こそ教育の基盤である」という社会的認識はまだまだ不充分だからである。

〔注〕

� 鈴木龍二『武州八王子史の道草』、多摩文化研究会、１９６８年、p．８９

� 同上、pp．８８‐１２１

� 同上所収、「横川楳子と兄横川左馬太郎について」、pp．１５４‐１６９

� 塚原蓼州（塚原渋柿園）『藍香翁』（尾高惇忠伝）、藍香翁頌徳碑建設発起人、明治４２年

※ 本書は元々非売品である。筆者の所有する１冊はまれに出る古書市場を通して入手した。近年、現代語訳版が発行

されているようであるがこれも手に入りにくいようである。本書には横川楳子の兄勇太郎が実兄のように慕った、お

玉が池の千葉道場「玄武館」の塾頭真田範之助の「鹿島落ち」が記述されている。

藍香（尾高惇忠）の母は渋沢家の出。惇忠は渋沢栄一の従兄で栄一の句読の師でもある。後、栄一が惇忠の妹と結

婚するため義兄弟の間柄となる。この本の幕末、維新に関わる内容は以下のとおりである。

惇忠は、天保１２年（１８４１）、１２歳（あるいは１５歳）の時、徳川斉昭の水戸城外千波が原に父（あるいは祖父）に連

れられて「擬戦的追鳥狩」を見物に行き、大砲、小銃の音が轟き、槍、太刀がきらめき、馬が嘶き、人が喚く疑戦闘

状況を見て感銘を受け、水戸藩の学問に関心を寄せるようになり、青年期には藤田東湖の『新策』や『常陸帯』、會
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て ばか

澤正志齋の『新論』などを愛読するようになる。武蔵國榛澤郡手計村の尾高家は武家ではなく名主の家柄であるが、

惇忠は武芸に励み、真田範之助との他流試合で打ち勝つような剣の達人となる。尾高惇忠の周辺には尊王攘夷の士が

集まるようになり小党派が形成されていく。惇忠の思想行動はかなり過激であるが大老（伊井）を斬り、老中（安藤）

を傷つけるだけで政治が変わるわけではない、「郡縣の制」を建て国家を統一して攘夷を成就させ、鎖国を実行する

べきだとし、仮に機運が至って開国するにしても、富国強兵が背景になければ外国と対等に交わることはできぬとい

う尊攘討幕の主張を持つ。

この総勢７０名足らずの一党には、他流試合以来、親交を結ぶようになった千葉道場の真田範之助以下５、６名も加

わっており、楳子の兄勇太郎も範之助の側近として行動を共にしていたという記録がある。この党派の実行策は、ま

ず、高崎城を夜襲して奪い、勢いに乗って横浜の洋館を焼き打ちにするというのだから無謀である。実行日は文久３

年（１８６３）１１月の冬至の日と定められたが、藍香（尾高惇忠）の弟で代表者の長七郎が慎重論を出し、これに対して、

惇忠、栄一、範之助らが強力に反対し激論が続くが最終的に攘夷実行計画は一時見合わせとなる。

後、渋沢栄一は一橋家に仕え、さらに幕臣となり、パリ万博へ出かける。その間、藍香は渋沢成一郎と会い、朝敵

の汚名を着せられた徳川慶喜の冤罪を雪ごうと持ちかけ、渋沢成一郎を代表者とし自分は参謀格となって彰義隊を結

成する。上野戦争の直前、徳川慶喜が江戸を去り水戸に移ったため、江戸市中での戦闘を避けようと主張する頭取渋

沢成一郎派と、あくまでも上野に留まって戦闘も止むなしと主張する副頭取天野八郎派との間で意見の食い違いを生

じて袂を分かつことになり、成一郎らは「振武軍」を結成し、田無・西光寺に本陣を置く。彰義隊の上野戦争での敗

残後、振武軍は飯能まで軍を引き、ここで官軍と戦うが敗れて四散する。

その後、藍香（尾高惇忠）は、伊香保、草津、前橋に潜んで転々とした後ひそかに郷里手計村に戻っている。藍香

は、後、義弟で大蔵官僚の渋沢栄一の後押しもあって官営富岡製糸工場の設立に尽力し、明治５年（１８７２）１０月４日

操業時に創立責任者（初代工場長）となっている。尾高惇忠の功績の中で秋蚕の発見は出色である。秋蚕が生糸輸出

の３分の１程度になったというのだからわが国の経済に与えた貢献は大きい。さらに後には、栄一が設立した第一国

立銀行に勤務し、実業界で活躍している。渋沢成一郎は、その後、江戸に戻り、東北地方を転戦する。さらに、榎本

武揚軍に従って函館に渡り、官軍と戦い、敗れて降伏している。明治になって喜作と名を改め、大蔵省、小野組を経

て実業家となっている。

真田範之助らは、横川楳子の兄勇太郎を含め、手計での攘夷決行か否かの激論のあった翌年、水戸天狗党の筑波挙

兵に巻き込まれ、範之助は新徴組に襲われて命を落とすことになる。

� 織田鉄三郎『天狗党鹿島落ち』、ふるさと文庫、筑波書林、１９８４年

� 小島政孝「北辰一刀流―真田範之助と敷島文雄―」、たましん歴史・美術館編『多摩のあゆみ』たましん地域文化財団、

平成９年

※ 敷島文雄は真田範之助の実弟。武道家。真田を殺した新徴組を新撰組と誤解したのか、八王子で近藤勇を襲ったと

いう逸話が残っている。明治期も武道家として活躍する。

� 長谷川伸「真田範之助」、平岩弓枝監修『花と剣と侍』所収、光文社、２００９年（原著は戦前）

※ 長谷川は『藍香翁』中の真田範之助の「鹿島落ち」について根拠資料がないとし、後の資料発見に含みを持たせて

いるが、織田鉄三郎は、鹿島神宮の鹿島家に残る、神官たちの目撃記「飛鳥川附録」中に真田範之助の「鹿島落ち」

の事実が記されていることを明らかにしている。

� 東郷隆「屏風の陰」、月刊『ジェイ・ノベル』（１月号）、２００５年、東郷隆『我餓狼と化す』所収、実業の日本社、２００６

年

� 前掲、鈴木龍二、「横川楳子と兄横川左馬太郎について」

� 夢酔藤山「千人同心が行く 天狗の影を追いかけて―横川勇太郎」、http://blog.livedoor.jp/musuitouzan./archive/...、２００８年

０７月２５日

� 同上、「千人同心が行く 明治の世に残せしもの―横川勇太郎の家族たち」、http://blog.livedoor.jp/musuitouzan./archive/2008

-08.html、２００８年０８月０１日

� 前掲、織田鉄三郎、pp．２７‐２８

	 同上、p．３５


 同上、p．３２

� 同上、p．３５

� 前掲、夢酔藤山、「千人同心が行く 天狗の影を追いかけて―横川勇太郎」

 前掲、鈴木龍二、pp．１５８‐１６２

� 村上直『江戸幕府八王子千人同心』（増補改訂版）、雄山閣出版、１９８８年（初版）、１９９３年（増補改訂版）
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� 光石知恵子「明治時代の八王子の教育と横川楳子」、『明治時代の八王子』所収、八王子郷土資料館、１９９３、p．２２

� 同上、pp．２５‐２６

� 同上、p．２７

� 東京都編『東京の幼稚園』、東京都、昭和４１年、p．１８７

� 前掲、鈴木龍二、成人後の横川楳子（写真）、写真頁

� 前村晃・高橋清賀子・野里房代・清水陽子『豊田芙雄と草創期の幼稚園教育』、建帛社、２０１０年

� 折紙「六歌仙」、横川楳子家文書、八王子郷土資料館

� 前掲、前村晃他著

	 東京女子師範学校附属幼稚園編『恩物圖形』、東京女子師範学校附属幼稚園、明治１１年


 横川楳子の書簡、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治１１年１２月６日

� 前掲、前村晃他著

� 横川楳子の書簡、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治９年８月１２日

 メーソンとの別れの歌、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治１５年

� 倉橋惣三・新庄よし子『日本幼稚園史』（復刻版）、臨川書店、昭和５年（初版）、昭和５５年（復刻版）、pp．９０‐９１

� 「文部省教育品陳列塲出品目録」、国立国会図書館、明治１４年
� 前掲、倉橋・新庄、pp．９２‐９４

� 前掲、東京都編、p．１８５

� 福羽美静、扇の書、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治１７年

※ 和歌の前に『横川楳子の君は幼稚園に奉職し、とし久しく勤勵しけるに今やむことを得ざるより職を辞し、いへに

□□□するにのぞみ其同僚はさらなる学校中の人々みな君、をしめることのふかきをみて 美靜』がある。

� 八王子市史編纂委員会編『八王子市史 上巻』、八王子市役所、昭和３８年、p．３００

� 前掲、東京都編、p．１８６

� 私立八王子女学校の趣意書、横川楳子家文書、八王子市郷土資料館蔵

� 前掲、前村晃他著

� 加藤錦子の手紙、横川楳子家文書、八王子郷土資料館

� 幼稚園保姆免許状、神奈川県、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治２５年

※ 八王子で幼稚園を開くにあたって、改めて神奈川県の幼稚園保姆免許状を必要としたようである。楳子の免許状は

神奈川県第２号となっている。

� 横川楳子「明治廿五年十一月 八王子幼稚園規則」、横川楳子家文書、八王子郷土資料館

� 私立八王子女学校と私立八王子幼稚園の生徒及び園児募集の広告（写真）、横川楳子家文書、八王子市郷土資料館蔵、

明治２５年

� 神奈川県からの保姆免許状（写真）、神奈川県、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治２５年

� 前掲、横川楳子、「八王子幼稚園規則」、保育課程表

� 前掲、東京都編、共立幼稚園の項、pp．７１‐７２

� 同上、芝麻布共立幼稚園の項、pp．８１‐８２

� 同上、赤坂幼稚園（保科志う）の項、p．１０１

 前掲、横川楳子、「八王子幼稚園規則」

! 同上

" 同上

# 前掲、東京都編、諸幼稚園保育料項

$ 幼稚園名簿、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治２５年１１月－明治２９年１月

% 幼稚園表、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治３４年、明治３５年

& 幼稚園授業料納入簿、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治３７年－明治３８年

' 入学者募集要項、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治４０年３月

( 私立八王子女學校學則、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、（明治４０年）

) 東京府知事 阿部浩の受領書、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治４１年

* 最後の幼稚園保育証（写真）、横川楳子家文書、八王子郷土資料館、明治４１年３月

前 村 晃３２
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